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概要 

本資料は、国土技術政策総合研究所が東北地方整備局等と行った「東日本大震災における

建設企業の活動実態調査」及び「東日本大震災における建設業界の活動実態調査」の結果を

とりまとめたものである。 

キーワード：東日本大震災 建設関連企業 災害対応 災害協定 BCP 
 
Synopsis 

This note is the results of surveys, “Survey of disaster recovery activities by regional construction 
contractors at the Great East Japan Earthquake” and “Survey of recovery activities by construction 
sector at the Great East Japan Earthquake” by NILIM, TOHOKU Regional Bureau and others. 

Key Words ：The Great East Japan Earthquake, Disaster Recovery Activities, Construction 
Contractor, Agreement on Disaster Response, BCP (Business continuity plan), 
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はじめに 

 

 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災においては、巨大地震による強い揺れに加

え、地震後に発生した大津波による大量のがれきが地域を孤立させる中で、被災者の救援が

急務となりました。被災地への一刻も早い救援を導くためには、まず失われたインフラの機

能復旧が不可欠であり、国、県、市町村や建設業関連企業ら関係者が協力し対応にあたりま

した。そのような状況の中、地震発生直後からの現場で復旧作業、そして重機を使った近隣

住民の救助活動等を担った地域建設業の初動の実態は、これまで十分には明らかにされてき

ませんでした。 

 

災害が繰り返し発生する我が国において、来るべき災害に備えるためには、被災地への支

援・救援を導いたインフラ復旧活動の調査・分析が重要であると考え、国土技術政策総合研

究所では、東北地方整備局、東北建設業協会連合会、公益社団法人土木学会・東日本大震災

に関する東北支部学術合同調査委員会、東北大学等関係機関と協力し、東日本大震災におけ

る建設関連企業の活動実態調査を行いました。調査は、インフラの復旧、建設関連企業の被

災実態、人命救助等の活動などの災害後の活動を中心に、災害協定の締結状況、ＢＣＰ策定

状況、防災訓練などの平常時における活動も含めて行いました。 

 

本資料は、国土技術政策総合研究所・東北地方整備局・東北建設業協会連合会が行った「東

日本大震災における建設企業の活動実態調査」、及び、国土技術政策総合研究所・東北地方整

備局・公益社団法人土木学会・東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会が行った

「東日本大震災おける建設業界の活動実態調査」の結果をとりまとめるとともに、過去の震

災時の活動実態との違いを踏まえ、災害対応に関する今後の方向性を述べたものです。 

 

 

本震災で亡くなられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心からお見

舞い申し上げます。 

また、本調査にあたっては、復旧・復興が進められる中、建設関連の企業、団体の皆様に、

多大なご協力をいただきました。深く御礼を申し上げるとともに、災害後の迅速な活動に敬

意を表します。 
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１－１ 地域建設業の活動実態調査の概要 
 

 本章では、国土技術政策総合研究所が、東北地方整備局・東北建設業協会連合会と行った

「東日本大震災における建設企業の活動実態調査」についてまとめる。調査では、東日本大

震災における建設関連企業について、被災状況、支援活動の状況、平常時からの備えに対す

る評価等が明らかになった。 

 

 

(1) 調査主体 

 

国土交通省東北地方整備局 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

東北建設業協会連合会 

 

(2) 調査方法 

 

 地域建設業を対象としたアンケート調査票（MS-Excel）を作成し、電子メールにより配布・

回収した。 

 

(3) 調査期間 

 

 平成 23 年 9 月～平成 23 年 10 月 

 

(4) 調査対象 

 

東北建設業協会連合会の会員企業 

 

(5) 調査項目 

 

 3 月 11 日（平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震発生）から 3 月 18 日までに、東北

6 県の地域建設業が行った活動を対象とした。調査した主な内容は以下のとおりである。イ

ンフラ機能の復旧に関する支援活動を中心に、救助・救援に関する支援活動も含めて調査し

た。 

 

・自社の被災状況等 

・震災発生～９月末（概ね半年以内）の間の支援活動の状況 

・平常時からの備え（災害協定※の締結、マニュアル類の策定、防災訓練の実施） 

・災害対応全般の意見（良かった点、悪かった点、意見・要望等） 

 

※ 災害協定 （本資料では、災害時における応急対策業務等に関する、行政関係機関と企

業・建設業界団体等との協定、建設業界団体等と企業との協定、またはそれに類する協

定全般を示すものとする） 

 

 

(6) 回答者の属性 

  

東北建設業協会連合会会員企業 1730 社のうち、806 社から回答があった。回答のあった社の

本社所在地、資本金、従業員数、所属団体を示す。 
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表 1-1 本社所在地 

 

N 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
その他

（北海道）
無回答

N 806 86 212 186 94 73 141 1 13

％ 100.0 10.7 26.3 23.1 11.7 9.1 17.5 0.1 1.6
【全体】

 
 

表 1-2 資本金 

Ｎ
５百万円

未満

５百万円～

１千万円

未満

１千万円～

２千万円

未満

２千万円～

３千万円

未満

３千万円～

５千万円

未満

５千万円

以上
無回答

N 806 4 26 76 340 218 127 15

％ 100.0 0.5 3.2 9.4 42.2 27.0 15.8 1.9
【全体】

 
 

 

表 1-3 従業員数 

Ｎ 5人未満
5人以上

10人未満

10人以上

20人未満

20人以上

30人未満

30人以上

50人未満
50人以上

N 806 12 28 229 196 205 136

％ 100.0 1.5 3.5 28.4 24.3 25.4 16.9
【全体】

 
 

 

表 1-4 所属団体 

Ｎ

青森県建設

業協会

8支部

岩手県建設

業協会

13支部

宮城県建設

業協会

9支部

秋田県建設

業協会

8支部

山形県建設

業協会

8支部

福島県建設

業協会

16支部

無回答

N 806 88 213 186 97 73 141 8

％ 100.0 10.9 26.4 23.1 12.0 9.1 17.5 1.0
【全体】

 
 

 

(7) 調査結果の概要 
 
本アンケートによる主な結果は以下のとおり。 
① 被災状況 

・被災しながらも活動を実施した社が多い。被災した社のうちの多くが、従業員や社

屋、施工中の現場など複数の面で被害を受けた。 
② 支援活動の状況 

・地震発生後、余震、津波、大津波警報等の制約の中で、多くの社が支援のための行

動を開始した。 
・支援内容は、「応急復旧」が も多く、次いで「調査・点検」、「がれき撤去・移動・

運搬」である。 

・迅速かつ的確な作業の遂行にプラスとなった要因としては、建設機械を自社で確保

していたこと、従業員が地元の地理に明るかったこと、地元の協力会社の存在、作

業員やオペレーターを自社で雇用していることなど、自社または地域の中で人材や

資機材を確保できたことがあった。 
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・迅速かつ的確な作業の遂行にマイナスとなった要因としては、燃料の不足、通信の

途絶があった。 
③ 平常時の備えに対する評価 

・災害協定は迅速な対応の実施に大きな役割を発揮した。 
・BCPまたは災害対応マニュアルは、東日本大震災の対応において効果が確認された。 
・防災訓練は多くの社で何らかの形で役立った。 
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１－２ 被災状況 
 

(1) 回答のあった社の被災状況 

 

地域建設業は、岩手県、宮城県、福島県の３県（以下、「被災３県」と言う。）において被

災した割合が高く（被災３県で約 60％）、特に、岩手県と宮城県では沿岸部の企業の被災割

合は８割を超えている（図 1-1）。 

 

24%
4%

83%

31%

86%
71% 69%

50%

4% 5%

71%
92%

17%

67%

13%
28% 31%

46%

92% 93%

6% 4% 2% 1% 1% 4% 4% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

沿岸部

【34件】

内陸部

【53件】

沿岸部

【53件】

内陸部

【160件】

沿岸部

【118件】

内陸部

【68件】

沿岸部

【16件】

内陸部

【125件】

青森県【87件】 岩手県【213件】 宮城県【186件】 福島県【141件】 秋田県

【97件】

山形県

【73件】

企
業
の
被
災
状
況
の
内
訳

被災あり 被災なし 無回答

 
図 1-1 地域建設業の被災状況（東北 6県） 

 

(2) 活動を実施した社の被災状況 

 

回答があった 806 社のうち、活動を実施したのは 411 社であった。活動を実施した社の所

在地と被災の有無を、所属する建設業協会の県別に示す（図 1-2）。宮城県、岩手県、福島県

という被害の大きい地域において、被災しながらも活動を実施した社が多いことが確認でき

る。また、被災ありと回答した社の被害の状況を示す（図 1-3）。被災ありと回答した社は 274

社であったが、そのうちの多くが、従業員や社屋、施工中の現場など複数の面で被害を受け

ていた。 

 

0社

50社

100社

150社

200社

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

被災あり 被災なし 不明

 
図 1-2 活動した社の所在地と被災の有無 

 

0社

100社

200社

従
業
員
ま
た

は
そ
の
家
族

社
屋
・
建
設

機
械
資
材
等

施
工
中
の
工

事
・
建
設
機

械

 
図 1-3 被害の状況（複数回答） 
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１－３ 支援活動 

 

(1) 活動の開始時期 

 

3月11日14時46分の地震発生後、各社が支援のための行動を開始した時間を示す（図1-4）。

余震、津波、大津波警報等の制約が多い中で、多くの社が支援のための行動を開始していた。 
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図 1-4 行動を開始した時刻（東北地整記者発表資料より） 

 

このうち、被災 3県建設企業の発災直後 24 時間の支援開始状況と被災の有無別にみたもの

を図 1-5 に示す。発災から約１時間が経過した 16 時までに多くの地域建設業が自ら被災した

にもかかわらず支援活動を開始しており、日没時刻と合わせて支援を開始する企業数は減少

するものの、翌日 12 日の 7時以降に再度増加している。 
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 図 1-5 発災後 24 時間以内の支援活動の開始時刻（被災 3県） 
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また、図 1-6 に、被災の有無と活動の開始時期を日別にみたものを示す。被災後の支援活

動を行った企業の内、90％は翌日までに、95％は翌々日まで活動を開始している。 
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図 1-6 支援活動の開始時期（被災 3県） 

 

(2) 支援の内容 

 

地域建設業が行った支援内容は、「応急復旧」が も多く、次いで「調査・点検」、「がれき

撤去・移動・運搬」である。「避難生活の支援」、「物資等の運搬」も実施されていた。 

また、「応急復旧」や「がれき撤去・移動・運搬」の多くは有償支援として活動への対価が

支払われているが、「調査・点検」は 40％が無償で実施された。避難生活の支援については

65％、物資等の運搬は 36％が無償で支援された。 
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避難生活の支援
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支払状況（有償／無償）の内訳
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図 1-7 支援活動の内容（被災 3県） 

 

 

(3) 迅速かつ的確な作業に寄与した事項 

 

東日本大震災では、救助・救援活動の多くが人命にかかわるものであったことから、特に

迅速性が求められた。そこで、迅速かつ的確な作業に寄与した事項を把握するため、支援活

動の遂行にプラスになった事項を自由回答により調査した。回答を分類した結果を図 1-8 に

示す。 
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図 1-8 迅速かつ的確な作業に寄与した事項（複数回答） 

 

特に多かったのは、建設機械を自社で確保していたこと、従業員が地元の地理に明るかっ

たこと、地元の協力会社の存在、作業員やオペレーターを自社で雇用していることなどであ

り、自社または地域の中で人材や資機材を確保できたことが迅速かつ的確な作業に寄与し、

地域での日頃の活動の蓄積が大きくプラスに作用したことがうかがえる。 

 

(4) 活動に投入した人材・資機材等 

 

前項の結果を踏まえ、地震発生後一週間の支援活動の中で、各社が投入できた人材・資機

材の調達の状況を、地震発生（3 月 11 日）から 14 日まで（以下、期間前半）、15 日から 18

日まで（以下、期間後半）に分けて調査した。ただし、期間後半の支援活動については、回

答の負担軽減のため任意での回答としたため、活動の多寡を比べることはできない。また、

複数回答としているため、実際に投入された人材・資機材の割合とは差異がある。これらを

踏まえて調達状況を示すため、まず、それぞれの項目について投入したと回答した社の数を

示す（図 1-9）。次に、各社が支援活動に利用した人材・資機材の調達状況を、利用した会社

の数により示す（図 1-10）。なお、活動を実施した 411 社のうち、それぞれの期間で回答の

あった社のみを分析の対象としている。 
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図 1-9 各項目の回答数 
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図 1-10 投入した人材・資機材の調達状況（複数回答） 
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全体としては、オペレーター、技術者、作業員の人材面は、自社の従業員によったとの回

答が多く、次いで同一県内の協力会社の従業員との回答が多いことなどから、地域での人材

が特に活かされたことが分かる。また、建設機械については、自社保有、同一県内の協力会

社に加え、リース・レンタルとの回答が多い。しかしながら、施工中の工事のために既にリ

ース・レンタルをしていた建設機械もこの項目に含まれることから、多くが既に地域内に置

かれていた建設機械である可能性もある。 

さらに、各項目での期間前半、期間後半での変化について以降に述べる。 

＜建設機械＞ 

建設機械は、迅速かつ的確な作業遂行が可能な理由として も多くの意見の挙がった項目

である。期間前半での活動で、自社保有の建設機械を利用したという回答が特に多く、自社

保有機機械は災害発生直後の活動に迅速に活用が可能であったことが考えられる。リース・

レンタルが期間後半において微増した要因としては、地震後、新たにリース・レンタルによ

る調達を行ったことが考えられる。 

＜建設機械オペレーター＞ 

期間を通じて、自社の従業員という回答が多い。期間別に目立った変化はない。 

＜技術者＞ 

期間を通じて、自社の従業員という回答が多い。期間後半で自社の従業員との回答が微増

している。この要因は断定できないが、地震津波直後の混乱からやや脱して自社の従業員が

参集できる割合が高まった可能性が考えられる。 

＜作業員＞ 

わずかではあるが、期間後半で新規雇用との回答が増加している。 

＜建設資材＞ 

期間後半で、同一県内の協力会社からという回答が増えているのが特徴的である。日頃の

取引があることから、地域内で協力会社の備蓄も存在したことがプラスになったと考えられ

る。 

＜災害対応物資＞ 

 期間前半は自社との回答が多く、期間後半で「その他」が増えている。その他の内容とし

ては、期間前半は、「家庭にあったものを集めた」「知り合いから」などが多く、購入はわず

かであったが、期間後半は、購入との回答が多かった。このことから、地震直後の活動は、

自社や地域にある物資しか使用できなかったことが考えられ、支援活動のための物資の備蓄

も重要であると言える。 

 

(5) 活動で直面した困難 

 

支援活動の遂行にあたり、直面した困難に関する回答を図 1-11 に示す。「燃料（軽油・ガ

ソリン）の不足」、次いで「通信・連絡手段の断絶」、「従業員の過労・精神的負担」等の困難

に直面しながら支援活動は行われた。 

今回の大震災においては、特に燃料不足が深刻であり、建設機械を手配しながらも軽油が

足りずに長時間作業ができない、もしくはオペレーターを手配しつつもガソリン不足で現場

に移動できないなどの問題が発生した。このため、支援活動に従事した企業では、建設機械

や連絡車への給油を優先させ、従業員の相乗り通勤等も行った。 

また、停電や電話回線の不具合に起因して連絡・通信手段が断絶したことで、内外の調整

や情報収集が困難となった。このため、徒歩による伝令や防災無線を利用した連絡がとられ

た。 

更に、初動対応・応急復旧作業にあたっては作業員は肉体的・精神的に過酷な労働が続く

こととなり、企業としての労務管理にも苦労している。中には作業員自らが被災者であった

ケースも少なくなく、過酷な環境下で地域建設業の作業は遂行されたと考えられる。 
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図 1-11 支援活動で直面した困難（複数回答） 

 

 

(6) 迅速かつ的確な作業の遂行にマイナスとなった要因 

 

前項と関連して、迅速かつ的確な作業の遂行にマイナスとなった要因に関する回答に着目

し、意見がどのような事項に関連したかを分類した。全般としては、燃料の不足、通信の途

絶に関する事項が多かった。 

燃料の不足は、重機の稼働のみならず、支援活動のための移動、また支援活動従事者の通

勤を阻害する要因となっていた。さらに、燃料の入手に人手と時間を割かねばならなかった

こと、ガソリンスタンドでの緊急用車両の優先をめぐる混乱やトラブル等もあったとされる。

また、ガソリンスタンドでの一般車両による渋滞が迅速な支援活動を妨げたケースもあった。

このように、燃料の不足は重機の稼働不能という直接的な影響のみならず支援活動の従事者

の移動困難や時間的拘束という面で大きな悪影響が生じていたと言え、地域の中での人材、

資機材での対応が迫られたと言える。 

通信の途絶は、作業箇所や内容の伝達のみならず、地域建設業者の人材の確保、資機材の

確保の面で、大きな困難を生じさせる要因となった。また、通信の途絶による情報の不足、

混乱が生じたケースも多く、特に原発事故による放射能の影響が予断を許さないものであっ

たこともあり、通信の途絶が迅速かつ的確な作業の実施を難しくしたと言える。 

人材や機材の不足は、膨大な作業が求められる中で、燃料の不足や通信の断絶により、自

社従業員、自社保有の機械以外の調達が困難であり、圧倒的な不足となったことが考えられ

る。昨今の建設業界を取り巻く状況の中では、地域建設業が、機械の自社保有、人員の雇用

を抑えて維持費や人件費の削減せざるを検討せざる得ない経営状況にある。このような経営

効率化のデメリットが、地域建設業者自身のみの問題でなく、災害時に地域全体に波及する
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ことが表面化したと言える。 

そのほか、行政からの要請、指示について、改善が考えられる点も多く挙がった。直接的

な事項としては、指示の遅れ、内容が不明瞭、行政間の連携不足等の意見が見られた。  
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図 1-12 迅速かつ的確な作業の遂行にマイナスとなった要因（複数回答） 
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１－４ 平常時からの備えに対する評価 
 

１－４－１ 災害協定 

 

(1) 支援活動と協定の締結状況 

 

図 1-13は発生後 1週間以内に行われた支援を対象として、事前の協定締結と行政機関から

の要請状況を期間別に示したものである。発災後 3 日間、発災後 4 日～1 週間ともに協定に

基づく支援が 7 割以上と多いことから、事前の災害協定の締結が復旧活動の円滑な実施に有

効であったものと考えられる。また、震災後 3 日間の活動における要請なし（「協定あり（要

請なし）」及び「協定なし（要請なし）」）の割合は、震災後 4日～1週間よりも多くなってお

り、発災直後ほど行政機関からの要請の有無にかかわらず支援活動を開始する必要性が高か

ったものと考えられる。 
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（震災後3日間）
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71.2%

 
図 1-13 協定締結と要請の状況 

 

(2) 災害協定に基づく活動要請の重複への対応 
 
支援活動実施の決定過程について、災害協定に基づく要請が重複した場合について分析す

る。回答のあった社のうち、半数以上の社で、災害協定に基づく支援要請が重複していた（図

1-14）。 
 

複数の要

請があり、

重複した複数の要

請があった

が、重なる

ことはな

かった

単独の要
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た

  
図 1-14 協定に基づく要請の重複 
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さらにこれを所属する県建設業協会別に分析したところ、宮城、福島といった被害が大き

かった県で、要請が重複する傾向が強かった（図1-15）。これらのことから、大規模災害時

には、被害の大きい地域において、協定に基づく要請が重複する可能性が高く、多くの社で

人員等の振り分けに関する検討・判断等が必要な状況が発生すると考えられる。 
 

0% 50% 100%

岩手

宮城

福島

青森・秋田・山形

複数の要請があり、重複した

複数の要請があったが、重なることはなかった

単独の要請だった。または要請がなかった
  

図 1-15 協定に基づく要請の重複（県別） 
 
 
次に、要請が重複した社における人材等の振り分けが円滑に決定出来たかについて示す（図

1-16）。6割程度の社においては全ての面で円滑に決定できたものの、4割程度の社において

は一部または全般に決定が難航している。また、各社の被災有無別に円滑さの差を分析した

ところ、被災のあった社では「決定は難航」「一部難航」の回答が、被災の無かった社より

多くみられた（図1-17）。被災した社は、自社の被害対応に加え、災害協定に基づく要請の

重複に対し人材等の振り分けに苦慮したことが考えられる。 
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図 1-16 人材等の振り分けの円滑さ 

 

0% 50% 100%

被災あり

被災なし

決定は難航

一部は円滑に決定、一部は難航

全ての面で円滑に決定
  

図 1-17 振り分けの円滑さと被災の有無 



１．地域建設業の活動実態調査 

22 
 

これらのことから要請の重複に関する検討・判断等の負担を減らすことは、被災地での迅

速な対応に有益であると考えられる。そこで、要請の重複に対して円滑に対応できた理由、

難航した理由を分析し、要請の重複への対応に関する留意点について検討した。 
円滑に振り分けられた理由、難航した理由ともに、要請に応えるだけの十分な人材・資機

材の確保に関する事項、優先順位に関する事項に関する回答が多くみられた（図1-18、図1-19）。

現実には人材等の不足の中でのマネジメントが必要になることから、このうち対応順位に関

する事項に着目する。 
対応順位に関する事項に関わる回答のうち、難航した理由としては、優先順位を判断する

ための情報がなかったという回答が多くみられた。また、円滑に振り分けられた理由として

は、要請順に対応することとしたためとの回答が多く見られるとともに、理由が判別できた

その他の理由のうち半数で優先順位が確定できたことを理由に挙げている（表1-5）。これら

のことから、東日本大震災において、多くの社が、迅速に、また重要と考えられる支援活動

に人材・資機材を振り分けるため、対応順位を決めつつ行動しようとしていたことがうかが

える。 
なお、その他に円滑に振り分けられた理由として、過去の経験、業界団体での協力体制が

挙げられている。また、難航した理由のその他の回答としては、行政側の指示の状況に言及

している回答がみられた。 
このように、現状では大規模災害発生時に災害協定に基づく要請が重複する可能性があり、

人材等の円滑な振り分けのためには、事前の振り分け計画もさることながら、対応順位の決

定方法を計画しておくことが望ましいと考えられる。また、要請する側である行政機関等の

留意点としては、各社の対応順位決定につながる情報を可能な範囲で示すことがあげられ、

それにより重要な支援に人材等が振り分けられることにつながる可能性があると考えられる。 
 

4社

30社

0社

19社

5社

0社 20社 40社

事前に振り分けを計画

していなかった

要請に応えるだけの十

分な人員・資機材を保

有してなかった（被災の

影響含む）

優先順位を判断する者

がいなかった

優先順位を判断するた

めの情報が無かった

その他

 
図 1-18 難航した理由 
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37社

77社

79社

13社

0社 50社 100社

事前に振り分けを計画

していた

要請に応えるだけの十

分な人員・資機材を保

有していた

要請のあった順に対応

することにしたため

その他

 
図 1-19 円滑に決定できた理由 

 

表 1-5 振り分けのその他の理由 

回答 内容 
決定難航理由

（その他） 
• 発注者側の指示につい

て（2件） 
円滑に決定し

た理由（その

他） 

• 優先順位の決定につい

て（4件） 
• 過去の経験による（2件）

• 業界団体が協同で対応

した（2件） 
 

(3) 災害協定の効果 
 
東日本大震災における災害協定の有用性を確認するために、災害協定に基づいた支援を行

った社を対象に、迅速な対応の実施に対する協定の効果を尋ねた。その結果、非常に役立っ

た、または概ね役立ったと答えた社は、8割に上った（図1-20）。一部は役立ったも加えると、

9割以上の社で効果があったと考えており、災害協定は迅速な対応の実施に大きな役割を発揮

した。 
また、少数ではあるが、役に立たなかったと回答した社があったことから、その理由を分

類したところ、要請がなかった、または通信が不通で要請がなかったという内容があげられ

た（表1-6）。そのため、災害協定においては、大規模災害にもかかわらず要請の連絡がない

場合、連絡が不可能な場合の対応を想定しておくことで、協定に基づく活動がより円滑にな

ることが期待される。 
 

非常に役

立った

概ね役

立った

一部は役

立った

役立たな

かった

 
図 1-20 災害協定の効果 
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表 1-6 災害協定が役立たなかった理由 

役立たなかった理由 
• 通信が不通であったため（4件） 
• 協定からの要請がなかったため（4件） 
• その他（2件） 

 
(4) 災害協定に基づかない支援要請との両立 

 
ここまで、災害協定に基づく要請と支援活動について分析を行ったが、ここでは自衛隊、

警察、住民等からの支援要請等、災害協定に基づかない要請に着目し、災害協定に基づく支

援要請との両立の状況を分析する。期間は、地震から3日後の3月14日までを対象とした。 
災害協定に基づく要請と基づかない要請との重複状況を図1-21に示す。3分の1程度の社で

両要請が重複しており、その傾向は被害の大きい県に多く見られる（図1-22）。 
また、重複した社について、両要請の優先順位付けの困難の有無を示したものが図1-23で

ある。優先順位付けが困難な状況であった社は3分の1程度である。さらに、自社の被災の有

無別にみると、被害ありの社でややその傾向が強くみられた（図1-24）。 
これらのことから、大規模災害時には、被害の大きい地域において、協定に基づく要請が

重複するのみならず、災害協定に基づかない支援要請も重複する可能性があり、優先順位付

けに困難が生じる可能性もあることが考えられる。 
 

両要請が

あり、重

なった

両要請が

あった

が、重な

ることは

なかった

どちらか

だった、

またはど

ちらもな

かった

 
図 1-21 協定以外の要請との重複 

 
0% 50% 100%

岩手

宮城

福島

青森・秋田・山形

両要請があり、重なった

両要請があったが、重なることはなかった

どちらかだった、またはどちらもなかった
  

図 1-22 協定以外の要請との重複（県別） 
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困難で

あった

困難でな

かった

 
図 1-23 優先順位付けの困難さ 

 

0% 50% 100%

被災あり

被災なし

困難であった 困難でなかった
 

図 1-24 優先順位付けの困難さ（被災の有無別） 
 

(5) 支援要請内容による対応方針 
 
複数の行政機関等から同時に支援要請を受けた場合に、支援要請内容によって各社がどの

ように優先順位を付けたか調査した結果を示す（図1-25、図1-26）。支援要請内容は図中の

凡例に示した4つの選択肢（3つの例とその他）により調査を行った。 
まず、回答のあった全社の結果としては（図1-25）、1番目の優先事項として「人命救助・

行方不明者捜索等に関する要請」が多くみられた。次いで「近隣住民、被災者等の救援等に

関する要請」、「土木施設に対する調査、啓開活動等に関する要請」となった。直接的な救

助、救援に関するものが優先される傾向が認められた。 
さらに、東日本大震災において、実際に困難に直面した社を対象に分析を行った。その結

果、1番目の優先事項として「人命救助・行方不明者捜索等に関する要請」、次いで「近隣住

民、被災者等の救援等に関する要請」、「土木施設に対する調査、啓開活動等に関する要請」

と、直接的な救助、救援に関するものが優先された傾向が認められ、支援活動の有無によら

ない全社の回答と、傾向がほぼ一致した（図1-26）。 
このように、支援実施時における困難経験の有無で優先順位が変わらないということは、

今後の大規模災害時において、支援活動を担うであろう地域建設業各社が、本調査結果の優

先順位で活動を行う状況が想定される。このことからは、今後の防災計画、対策の策定にお

いてはここに示した優先順位に相違しない内容とすることが、対策の実効性を高めると考え

られる。 
全般的な傾向としては前述のとおりであるが、1番目の優先順位として選択肢以外で複数の

回答があった内容としては、「全てが人命救助につながるので、順位付けは難しい」との回

答で、優先順位付けが簡単なものではないことが伺える。また、「要請が来た順に対応」と

の回答もあり、迅速性も重視されたことが考えられる。 
意見としては、分類すると、優先順位はつけられないという意見、全て同時に対応すると

いう意見、他に、建設業にしかできないこと・建設業が も役立つ作業等を優先したいとい

う意見が複数見られた。これらのことから、大規模災害時には、建設業が必要とされる局面

が数多くあり、東日本大震災においては、その局面で地域建設業が持てる限りの力で行動を

続けたことが考えられる。 
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0社 200社 400社

1番目

2番目

3番目

人命救助・行方不明者捜索等に関する

要請

土木施設に対する調査、啓開活動等に

関する要請

近隣住民、被災者等の救援等に関する

要請

その他
 

図 1-25 対応の優先順位の方針（全体） 
 

0社 50社

1番目

2番目

3番目

人命救助・行方不明者捜索等に関する

要請

土木施設に対する調査、啓開活動等に

関する要請

近隣住民、被災者等の救援等に関する

要請

その他
 

図 1-26 対応の優先順位の方針（困難経験の社） 
 

(6) 今後の改善点 
 
災害協定について、考えられる改善点、その他意見等を調査した。得られた結果を、内容

ごとに分類したものが図1-27である。体制に関する内容が も多く、次いで、連絡方法・情

報共有に関するものが多くみられた。 
体制については、行政間での連携・優先順位決定を望む内容、行政・業界団体・各社の内

部での協定内容の周知の徹底が必要とする内容、等が見られた。具体的に挙げられた改善点

としては、各社の所在地に少しでも近い地域の割り振りがよいとする内容等協定の担当区域

の割り振りに関する意見であった。 
連絡方法・情報共有については、通信が途絶した場合の対応に関する内容、被災箇所等の

情報の共有に関する内容であった。具体的に挙げられた改善点としては、集合場所の設定、

衛星携帯電話の設置等であった。 
その他に、燃料の確保・提供体制の確立、災害協定を想定した訓練の実施、迅速な緊急車

両の指定、大規模な災害に即した災害協定の締結等が挙げられた。 
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0社 10社 20社 30社 40社

体制

割り当て区域

連絡方法・情報共有

集合場所

燃料・資機材の確保

訓練

その他

 
図 1-27 災害協定に関する意見 

 
 

１－４－２ ＢＣＰ・災害対応マニュアルの効果 

 

(1) ＢＣＰ・災害対応マニュアルの策定状況 
 
東日本大震災の発生時の、BCP・災害対応マニュアルの策定状況を図1-28に示す。BCP・

災害対応マニュアルを策定していたのは、回答のあった社のうちの2割弱にとどまる。特に、

BCPについては、災害対応マニュアルよりも策定している社は少ない。 
 

BCPを策定し

ていた

BCPは策定

していない

が、類する

災害対応マ

ニュアル等

を策定して

いた

BCP、災害

対応マニュ

アルを策定

していな

かった

無回答

  
図1-28 BCP・災害対応マニュアルの策定状況 

 
(2) ＢＣＰ・災害対応マニュアルの効果 

 
BCPまたは災害対応マニュアルを策定していた社を対象に、BCP・災害対応マニュアルに

ついて役に立った事項の有無をまとめた。結果を図1-29に示す。9割を超える社が何らかの項

目で役に立ったとの回答をしており、BCP・災害対応マニュアルの別によらず、東日本大震

災の対応において効果があったことが分かる。 
 

役に立っ

た事項が

ある

役に立た

なかった

無回答

 
図1-29 BCP・災害対応マニュアルの効果 
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次に、BCP・災害対応マニュアルのうち、役に立ったと感じる事項についてまとめた。回

答は複数回答による。結果を図1-30に示す。「緊急時の組織内の体制，指揮・命令系統に関

する計画」が も多く、役に立った項目について回答のあった企業の9割以上が挙げている。

このことから、BCP・災害対応マニュアルに「緊急時の組織内の体制，指揮・命令系統に関

する計画」を設定しているケースが多く、かつ、それが役に立ったということが分かった。 
 

緊急時の組織内の体

制、指揮・命令系統に関

する計画

緊急時の拠点場所の確

保に関する計画

緊急時の連絡手段の確

保に関する計画

緊急時の資機材の確保

に関する計画

組織内外の連絡すべき

先の整理

締結している災害協定に

関する情報共有

0社 50社 100社

 
図1-30 役に立ったと感じる事項（複数回答） 

 
さらに、少数ではあるが、BCP・災害対応マニュアルが役に立たなかったと回答した社が

ある。そこで、効果が発揮されなかった理由を探るため、役に立たなかったと回答した6社に

ついて分析を行った。6社のうち、BCPを策定していたのが3社、災害対応マニュアルを策定

していたのは3社である。6社のうち2社が、役に立たなかった理由として、「大規模な地震・

停電や通信手段の遮断という事を想定していなかった」「電話が込み合って通じず、社内の

関係者及び発注者への連絡がしばらくの間取れなかった」を挙げている。また、理由の回答

がなかった残りの4社のうち、1社は、今後の改善点として「緊急時の連絡網」を挙げている。

他の1社は、原発事故による避難地域内の所在であったことから、原発事故の影響がある可能

性が考えられる。さらに他の1社は、被害状況として社屋の流出・全壊があったと回答してお

り、被害状況との関連が考えられる。これらのことから、役に立たなかった理由として、東

日本大震災での被害の大きさや種類が当初の設定を超える状況でありBCP・災害対応マニュ

アルを役立てることができなかったこと、また、通信手段の断絶等のケースを設定しておら

ず緊急時の連絡についてBCP・災害対応マニュアルを役立てることができなかったこと等が

考えられる。 
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次に、役に立った事項と3月14日までの支援活動の有無の関係を分析した。結果を図1-31

に示す。支援活動の有無による差は見られなかった。 
 

緊急時の組織内の体制、

指揮・命令系統に関する

計画

緊急時の拠点場所の確

保に関する計画

緊急時の連絡手段の確

保に関する計画

緊急時の資機材の確保

に関する計画

組織内外の連絡すべき

先の整理

締結している災害協定に

関する情報共有

0% 50% 100%

支援活動あり 支援活動なし
 

図1-31 支援活動の有無による差 
 
 
さらに、回答者が策定していたのがBCPか災害対応マニュアルかについて分析を行った。

結果を図1-32に示す。項目間で比較すると、緊急時の拠点場所の確保に関する計画において

BCPの割合がやや高いが、大きな差はない。また、BCPと災害対応マニュアルについて、効

果があると答えた項目数を１社当たりで算出したところ、BCPは2.5項目、災害対応マニュア

ルは2.7項目であり、大きな差は見られず、本調査項目においては、BCP・災害対応マニュア

ルの効果の差は明らかにならなかった。 
 

緊急時の組織内の体制、

指揮・命令系統に関する

計画

緊急時の拠点場所の確

保に関する計画

緊急時の連絡手段の確

保に関する計画

緊急時の資機材の確保

に関する計画

組織内外の連絡すべき

先の整理

締結している災害協定に

関する情報共有

0% 50% 100%

ＢＣＰ 災害対応マニュアル
 

図1-32 BCPと災害対応マニュアルの差 
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(3) 策定・改訂時期と策定理由 
 
BCP・災害対応マニュアルの策定・改定時期について、図1-33に示す。平成16年～平成20

年、平成21年以降を合わせると6割を超えており、回答のあった社の半数以上でBCP・災害対

応マニュアルが 近10年程度に策定されていたことが分かる。 
 

昭和

平成元～5
年まで

平成6～10
年まで

平成11～15
年まで

平成16～20
年まで

平成21年以

降

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
図1-33 策定・改訂時期 

 
 
次にマニュアル策定の理由についてまとめた。回答は自由記入であり、内容から分類した。

結果を図1-34に示す。「過去の災害がきっかけ」「災害協定を締結したため」「ISO・OHSAS
（労働安全衛生マネジメントシステム）・環境マネジメントシステム等の取得を機に」の記

述が多く、これらが策定の主な理由と考えられる。過去の災害については、南三陸沖地震、

三陸はるか沖地震等の地震をはじめ、水害、台風による土砂災害、豪雪等がという回答が見

られ、きっかけとなった災害の種別に限らず、BCP・災害対応マニュアルが、東日本大震災

において効果があったことが分かる。 
 

過去の災

害

協定
ISO・

OHSAS等

その他

 
図1-34 策定・改訂理由 

 
また、策定・改訂理由の変遷を図1-35に示す。平成6年以降、 も多い策定理由が変遷して

いることが分かる。このことから、災害や制度等様々な事項がBCP・災害対応マニュアル策

定・改訂のきっかけとなり得ると言え、今後、新しい事態に直面しBCP・災害対応マニュア

ルを対応させていくことで、質の向上が期待できる。 
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0社 5社 10社 15社 20社 25社 30社

昭和

平成元～5年まで

平成6～10年まで

平成11～15年まで

平成16～20年まで

平成21年以降

過去の災害 協定 ISO・OHSAS等 その他
 

図1-35 策定・改訂時期と策定理由の変遷 
 
 

(4) 今後の改善点 
 

BCP・災害対応マニュアルについて、考えられる改善点、その他意見について、30社から

自由記入により回答を得た。回答のうち、連絡手段の確保について、回答者の半数以上に当

たる17社が言及している。これらの意見では、電話が通じなくなった状況を想定しておくこ

とが必要との意見が大半を占める。その他に、食料の備蓄、燃料、発電機、電力の確保、マ

ニュアルの周知、マニュアルの定期的な見直し等が必要とする意見が見られた。これらのこ

とから、BCP・災害対応マニュアルの改善点としては、電話が通じなくなった状況を想定し

ておくことが有効と考えられる。 
 
 

１－４－３ 防災訓練の効果 

 

(1) 防災訓練の実施状況 
 
防災訓練の内容について、効果の程度の別にとりまとめる。なお、分析は各項目で回答の

あった社のみを対象としたため、項目間で回答者数が一致しない場合がある。 
東日本大震災発生前の1年間における地震に対する防災訓練の実施状況をとりまとめた。自

社単独での実施、行政機関や他社と合同での実施に分けて回答を得た。結果を図1-36に示す。

自社単独での訓練・行政機関や他社と合同での訓練を合わせ、東日本大震災発生前の1年間に

おける地震に対する防災訓練を実施していたのは、2割弱であった。自社単独、行政機関や他

社と合同の両者を実施していたのは、2社と少ない。 
 

自社単独
行政機関・

他社と合

同

単独・合同

共に実施

行っていな

い

未回答

 
図1-36 防災訓練の実施状況 
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(2) 防災訓練の効果 
 
防災訓練の効果を、「非常に役立った」「概ね役立った」「一部は役立った」「役立たな

かった」の別に調査した。 
自社単独での防災訓練に関する結果を図1-37に示す。回答者のうち9割程度が、何らかの形

で役に立ったと回答しており、自社単独での防災訓練が東日本大震災での対応において効果

があったと言える。また、非常に役立ったという回答も2割を超えている。 
 

非常に役

立った

概ね役

立った

一部は役

立った

役立たな

かった

 
図1-37 自社単独での防災訓練の効果 

 
 
次に、自社単独での防災訓練について、被災の有無と防災訓練の効果の関係を分析した。

結果を図1-38に示す。被災のあった社の方が、非常に役立った、概ね役立ったと答えた割合

が高かった。これらのことから、自社単独での防災訓練は、自社の被災時の対応に役に立っ

たことが考えられる。 
 

被災あり

被災なし

0% 50% 100%

非常に役立った 概ね役立った

一部は役立った 役立たなかった
 

図1-38 被災の有無と防災訓練の効果（単独） 
 
 
また、自社単独での防災訓練について、3月14日までの支援活動の有無と防災訓練の効果の

関連を分析した。結果を図1-39に示す。支援活動のあった社の方が、非常に役立った、概ね

役立ったと答えた割合が高い。これらのことから、自社単独での防災訓練は、支援活動の実

施に役に立ったことが考えられる。 
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支援活動あり

支援活動なし

0% 50% 100%

非常に役立った 概ね役立った
一部は役立った 役立たなかった

 
図1-39 支援活動の有無と防災訓練の効果（単独） 

 
さらに、行政機関や他社と合同の防災訓練についても同様に分析を行った。 
行政機関や他社と合同での防災訓練に関する結果を図1-40に示す。回答者のうち9割以上が、

何らかの形で役に立ったと回答しており、行政機関や他社との防災訓練が東日本大震災での

対応において効果があったと言える。 
 

非常に役

立った

概ね役

立った

一部は役

立った

役立たな

かった

 
図1-40 合同での防災訓練の効果 

 
次に、行政機関や他社と合同の防災訓練について、被災の有無と防災訓練の効果の関係を

分析した。結果を図1-41に示す。非常に役立ったと答えた割合は被災のあった社の方が高い

ものの、役に立たなかったと答えた割合も高く、また概ね役に立ったと答えた割合は低い。

これらのことから、行政機関や他社と合同の防災訓練は、自社の被災時の対応にある程度役

に立ったことが考えられるものの、自社の被災の対応には効果が特段高くはなかったと考え

られる。 
 

被災あり

被災なし

0% 50% 100%

非常に役立った 概ね役立った

一部は役立った 役立たなかった
 

図1-41 被災の有無と防災訓練の効果（合同） 
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また、行政機関や他社と合同の防災訓練について、3月14日までの支援活動の有無と防災訓

練の効果の関連を分析した。結果を図1-42に示す。非常に役立ったと答えた割合は、支援活

動のあった社の方が高いものの、概ね役立ったという回答とあわせると、両者の差はほとん

どない。これらのことから、行政機関や他社と合同の防災訓練は、一部のケースにおいては

非常に役に立つことがあると考えられる。 
 

支援活動あり

支援活動なし

0% 50% 100%

非常に役立った 概ね役立った

一部は役立った 役立たなかった
 

図1-42 支援活動の有無と防災訓練の効果（合同） 
 
 
ここで、自社単独での防災訓練、行政機関や他社と合同の防災訓練を比較する。自社単独

での防災訓練は、自社の被災に対して効果が高く、支援活動を実施する場合についても効果

が高いと考えられる。行政機関や他社と合同の防災訓練は、被災や支援活動のないような比

較的程度の小さい規模も含めた災害全般に広く効果があると考えられる。 
これらのことから、自社単独での防災訓練、行政機関や他社と合同の防災訓練は、それぞ

れ効果が異なると考えられる。そのため、災害の種類や被災規模など様々な場合を想定し備

えるならば、自社単独での防災訓練、行政機関や他社と合同の防災訓練の両者を実施するこ

とが望ましい。 
 

(3) 防災訓練の内容 
 
各社が回答した効果に着目し、防災訓練の内容についてまとめる。表1-7に「非常に役に立

った」と回答のあった社で実施されていた防災訓練を示す。また、表1-8に「概ね役に立った」

と回答のあった社で実施されていた防災訓練を示す。参考のため、回答を要約の上できるだ

け多く記載した。「非常に役立った」と回答した社の防災訓練の内容として、自社単独での

防災訓練において、津波からの避難に関する訓練が多いのが特徴的である。このことから、

合同の防災訓練とは別に、自社単独での安全確保に関する訓練の実施も望ましいと言える。

また、「役に立たなかった」として挙げられた訓練内容に、土のう積み訓練、情報伝達訓練

等があったが、「役に立った」とした訓練として挙げた社も多くあることなどから、これら

が役立たないケースもあるが、これらの訓練を実施することに効果がないわけではないと考

えられる。 
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表1-7 非常に役に立った訓練の内容（要約・抜粋） 

単独 • 避難勧告を想定。高台への非難 
• 津波警報避難指示発令を想定．予め定められた避難 
• 沿岸部では津波を想定した避難．山沿いでは土石流や河川の

増水を想定した避難 
• 港湾地区での避難．船舶を安全避難区域へ航行させる避難 
• 災害伝言板の利用確認 
• パトロール訓練 

合同 • 情報伝達訓練 
• 全体の流れの確認 
• 緊急点検パトロール及び報告 

 
 

表1-8 概ね役に立った訓練の内容（要約・抜粋） 

単独 • 高台への避難 
• 安全な場所に移動 
• 放水訓練 
• 地震対応マニュアルによる机上での確認 
• 無線機の交信状況の確認 
• 災害時備蓄資材の点検 
• 従業員および家族の安否確認 
• 災害対策本部の立ち上げ 
• 緊急パトロールの実施と報告 
• 反省点と今後の課題の検討 
• 避難・人員確認 
• 現場毎避難場所への避難 
• ガス・水道・電気・工具の電源確認 
• 資材調達訓練 
• 情報収集訓練 
• 土のう積み上げ 
• 作業船を沖合いに避難 
• 予め決められた避難場所に避難 
• AEDの使用 
• 心肺蘇生法の講習 

合同 • 情報伝達 
• 体制確認 
• 出動模擬訓練 
• 警戒巡視訓練 
• 災害復旧の資材搬入や撤去作業 
• 通報訓練 

 
 
 

(4) 防災訓練の改善点 
 
防災訓練について、考えられる改善点、その他意見について、40社から自由記入による回

答を得た。回答のうち、電話が通じなくなった状況の想定等、連絡手段の確保に関する改善

ついて、15社が回答していた。次に、避難訓練、避難経路の確認等、安全確保に関する改善

について、5社が回答していた。その他に、防災訓練の定期的な実施、物資の確保等に関する
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意見が見られた。これらのことから、改善すべき点として、電話等が通じなくなった状況を

想定した訓練の実施や、安全確保に関する訓練の実施が考えられる。 
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２－１ 建設業界の活動実態調査（業界団体）の概要 
 

 本章では、国土技術政策総合研究所が、東北地方整備局・公益社団法人土木学会・東日本

大震災に関する東北支部学術合同調査委員会と行った「東日本大震災における建設業界の活

動実態調査に関するアンケート」について示す。調査では、東日本大震災における建設関連

業界団体について、被災状況、支援活動の状況、平常時からの備えに対する評価等が明らか

になった。 

 

 

(1) 調査主体 

 

公益社団法人土木学会 震災対応マネジメント特定テーマ委員会 

東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会第６部門 

国土交通省東北地方整備局 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

 

(2) 調査方法 

 

 業界団体及び業界団体会員企業を対象としたアンケート調査票（MS-Excel）を作成し、

電子メールにより配布・回収した。 

 

(3) 調査期間 

 

 平成 24 年 1 月 13 日～平成 24 年 2 月 20 日 

 

(4) 調査対象 

 

 以下の 32 団体を対象として調査を行った。 

・大手建設業：1団体  ・地域建設業：7団体（東北 6 県） 

・港湾工事業：10 団体  ・専門工事業：3団体 

・建設関連業：9団体  ・リース・レンタル業：1団体（4支部） 

・その他：1 団体 

 

 

(5) 調査項目 

 

・震災発生～９月末（概ね半年以内）の間の支援活動の状況 

・震災対応のための体制整備 

・平常時からの備え（災害協定の締結、マニュアル類の策定、防災訓練の実施） 

・平常時からの備えに対する評価 

・災害対応全般の意見（良かった点、悪かった点、意見・要望等） 
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(6) 回答者の属性 

 

・本アンケートに対し、各業界団体から32件（本部20件、支部12件）の回答があった。 

・対応拠点としては、宮城県に拠点を置く団体が12団体（うち支部回答が7団体）と も多く、

他県は各3団体（いずれも本部回答）である。 

 

表2-1 災害の対応拠点（東北6県内の本支部） 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 その他 計

3件 3件 5件 3件 3件 3件 0件 20件

0件 0件 7件 0件 0件 0件 5件 12件

3件 3件 12件 3件 3件 3件 5件 32件

本部

支部

計  
 

表2-2 全会員数 

20社
未満

20社以上
50社未満

50社以上
100社未満

100社以上
500社未満

500社以上
1000社未

満

1000社
以上

未回答 計

団体数 1件 13件 2件 10件 5件 1件 0件 32件

％ 3.1% 40.6% 6.3% 31.3% 15.6% 3.1% 0.0% 100.0%  
 

表2-3 支部会員数（支部が回答した12団体を対象） 

10社
未満

10社以上
20社未満

20社以上
30社未満

30社以上
40社未満

40社以上
50社未満

50社以上 未回答 計

団体数 0件 2件 1件 2件 0件 7件 0件 12件

％ 0.0% 16.7% 8.3% 16.7% 0.0% 58.3% 0.0% 100.0%  
 

表2-4 団体業種分類 

件数 割合

1件 3.1%

7件 21.9%

8件 25.0%

3件 9.4%

8件 25.0%

4件 12.5%

1件 3.1%

32件 100.0%

大手建設業

地元建設業

港湾工事業

専門工事業

建設関連業

リース・レンタル業

その他

計  
 

(7) 調査結果の概要 
 
本アンケートによる主な結果は以下のとおり。 
① 支援活動の状況 

・社会資本の点検が 多で（専門工事業団体、建設関連業団体による支援が大半）、建

設関連資機材の提供・運搬、仮設事務所・仮設住宅・避難所の資材・設備・建築作

業の提供（大手建設業団体が半数以上）などが多い。 
・協定に定められていない建設関連以外の医薬品・食料・衣料品・燃料等の緊急物資

の提供や運搬も行っている。 
② 平常時からの備え 
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・業界団体のうち27団体（約85％）については、行政機関と延べ93の災害協定を事前

に締結し、58の協定では要請に基づいて支援活動を実施 
・災害対応のマニュアル類までを策定・所有していた業界団体は9団体（約30％） 

③ 平常時の備えに対する評価 
・災害協定を締結していた27団体では、「非常に役立った」が9件（33.3％）、「概ね役

立った」が7件（25.9％）と、災害協定の締結が一定の効果を得られている。 
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２－２ 支援活動 
 

(1) 支援の状況 

 

・発災後から9月末までの半年間に行われた支援活動の内容を団体業種別に整理したところ、

「社会資本の点検」は主に専門工事業と建設関連業により行われ、「建設作業関連資機材（燃

料含む）の提供」、「建設作業関連資機材（燃料含む）の運搬」、「仮設住宅・避難所等の建

築資材・設備・建築作業提供」は主に大手建設業により行われている。 

・また、地域建設業や港湾工事業の団体は、ガレキ処理や応急復旧を含めた多様な支援を行

っており、リース・レンタル業は物資提供に貢献していることが分かる。 

 

 
 

(2) 支援の理由 

 

・回答のあった延べ支援数70件の支援活動を行った理由として、事前の災害協定と支援要請

の状況を整理したところ、行政機関からの要請を受けて行った支援が58件（うち、事前の

協定あり36件、協定なし22件）で全体の82.8％を占めることが分かった。 

・一方、行政機関からの要請がなくとも自発的に活動した支援も11件（うち、事前の協定あ

り2件、協定なし9件）見られ、その内容は港湾工事業により行われた建設関連以外の医薬

品・食料・衣料品・燃料等緊急物資の提供・運搬と、専門工事業により行われた社会資本

の点検であった。 

 

図 2-2 支援の理由 

（協定と要請の状況） 

協定有・

要請有

36件
(51.4%)

協定有・

要請無

2件
(2.9%)

協定無・

要請有

22件
(31.4%)

協定無・

要請無

9件
(12.9%)

未回答

1件

(1.4%)

0件 5件 10件 15件 20件 25件

人命救助･行方不明者捜索等への協力のためのｶﾞﾚｷ処理【1件】

社会資本の点検【22件】

社会資本の応急復旧【4件】

ｶﾞﾚｷ撤去･移動･運搬（人命救助･行方不明者捜索等を除く）【2件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の提供【10件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の運搬【7件】

仮設住宅･避難所等の建築資材･設備･建築作業提供【7件】

専門家派遣【1件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の提供【6件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の運搬【3件】

その他【7件】

支援活動数

大手建設業 地元建設業

港湾工事業 専門工事業

建設関連業 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ業

その他

図 2-1 団体業種別・支援活動数 
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(3) 支払の状況 

 

・実施された支援活動70件に対する費用の支払い状況を見ると、「有償」が42件、「一部有償」

が6件、「無償」が22件となっている。 

・活動内容別に見ると、「社会資本の点検」や「建設関連以外の医薬品・食料・衣料品・燃料

等の緊急物資の提供」、「建設関連以外の医薬品・食料・衣料品・燃料等の緊急物資の運搬」

が無償支援として行われていることが分かる。 

 

 

 
 

 

有償

42件

(60.0%)

一部有償

6件

(8.6%)

無償

22件

(31.4%)

図 2-4 支払い状況 

0件

5件

10件

15件

20件

大手建設業

【18件】

地元建設業

【10件】

港湾工事業

【8件】

専門工事業

【16件】

建設関連業

【11件】

ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ業

【4件】

その他

【3件】

支
援
活
動
数

協定有・要請有 協定有・要請無

協定無・要請有 協定無・要請無

未回答

図 2-3 団体業種別・支援の理由（協定と要請の状況） 

0件 5件 10件 15件 20件 25件

人命救助･行方不明者捜索等への協力のためのｶﾞﾚｷ処理【1件】

社会資本の点検【22件】

社会資本の応急復旧【4件】

ｶﾞﾚｷ撤去･移動･運搬（人命救助･行方不明者捜索等を除く）【2件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の提供【10件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の運搬【7件】

仮設住宅･避難所等の建築資材･設備･建築作業提供【7件】

専門家派遣【1件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の提供【6件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の運搬【3件】

その他【7件】

支援活動数

有償 一部有償 無償

図 2-5 支払い状況別・支援活動の内容 
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(4) 会員企業への要請範囲 

・業界団体から会員企業への活動要請の範囲を見ると、「全国」が29件と も多く全支援の

41.4％、次いで「県内」が16件（22.9％）、「東北6県内」が14件（20.0％）となっている。 

・支援内容毎に会員企業への要請範囲を見てみると、「社会資本の点検」、「建設関連資機材（燃

料含む）の提供」及び「同運搬」、「架設住宅・避難所等の建築資材・設備・建築作業提供」、

「建設関連以外の医薬品・食料・衣料品・燃料等緊急物資の提供」及び「同運搬」等の支援

が全国から行われていることが分かる。 

 

 
(5) 支援の達成状況 

・支援活動の達成状況としては、全70件のうち46件（65.7％）の支援で「8割以上」と回答さ

れている。一方で、9件（うち、「2割未満」が5件、「2割以上5割未満」が4件）の支援で5

割未満の達成状況と回答されている。 

  
図 2-8 支援の達成状況

2割未満

5件

(7.1%)

2割以上

5割未満

4件
(5.7%)

5割以上

8割未満

12件
(17.1%)

8割以上

46件

(65.7%)

未回答

3件

(4.3%)

市町村内

5件

(7.1%)

県内

16件

(22.9%)

東北6県

内

14件
(20.0%)

全国

29件

(41.4%)

未回答

6件

(8.6%)

図 2-6 会員企業への要請範囲 

0件 5件 10件 15件 20件 25件

人命救助･行方不明者捜索等への協力のためのｶﾞﾚｷ処理【1件】

社会資本の点検【22件】

社会資本の応急復旧【4件】

ｶﾞﾚｷ撤去･移動･運搬（人命救助･行方不明者捜索等を除く）【2件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の提供【10件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の運搬【7件】

仮設住宅･避難所等の建築資材･設備･建築作業提供【7件】

専門家派遣【1件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の提供【6件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の運搬【3件】

その他【7件】

支援活動数

市町村内 県内 東北6県内 全国 未回答

図 2-7 会員企業への要請範囲別・支援活動の内容
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２－３ 震災対応のための体制整備 
 
(1) 体制の構築時期 

 

・業界団体における震災対応のための体制構築時期を見ると、発災当日の11日中に29％、発

災後3日が経過した14日時点までには90％の団体で体制が構築されている。 

 

 
 

(2) 通信手段の確保 

 

・震災発生後1週間における通信手段としては、「携帯電話（衛星携帯電話を除く）を使用」

が全32団体中20団体、「従業員の移動による伝言」が13団体となっている。一方で、被災の

影響を受けにくい「衛星携帯電話を使用」は4団体のみであり、総じて情報の連絡が困難な

状況下で支援活動を行なっていたものと判断できる。 

 

20団体

4団体

1団体

13団体

2団体

11団体

0団体 10団体 20団体 30団体 40団体

携帯電話（衛星携帯電話を除く）を使用

衛星携帯電話を使用

無線機（トランシーバ含む）を使用

従業員の移動による伝言

行政無線を使用

その他

活用した 活用していない

※震災発生後1週間以内の通信手段について整理  

 
図 2-10 発災後 1週間の通信手段 

29%

57%
67%

90% 95% 95% 95% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 団体

2 団体

4 団体

6 団体

8 団体

10 団体

11日

（当日）

12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

以降

累
加
割
合

団
体
数

震災対応のための体制構築日

図 2-9 震災対応のための体制構築の時期 
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２－４ 平常時からの備えに対する評価 

 

２－４－１ 災害協定 

 

(1) 災害協定の締結状況 

 

・災害協定の有無としては、32団体のうち「協定あり」が27団体と、8割以上の業界団体が平

常時から行政機関との災害協定を締結している。 

・機関別に協定の締結状況をみると、国（東北地方整備局）と協定を締結している団体が21

団体、県・政令市と協定を締結している団体が17団体と多いが、市町村との災害協定は4

団体と少ない。 

21 団体

17 団体

4 団体

4 団体

0 団体 10 団体 20 団体 30 団体 40 団体

国

県・政令市

市町村

その他

当該機関との協定あり 当該機関との協定を未締結

 
 

 

 

 
 

・協定を締結している27団体の延べ協定締結数は93協定であるが、会員企業と内部協定の有

無は、「内部協定なし」が83協定（89.2%）となっており、多くの協定では事前に内部協定

を結ばずに活動を行なっている。 

・また、同様に延べ協定数93協定の内、58協定については協定に基づく支援要請が行われ、

その全数について支援活動が行われた。また、要請がなかった33協定の半分である18協定

については業界団体自らの判断で支援活動が行われた。 

 

協定あり

27 団体

(84.4%)

協定なし

5 団体

(15.6%)

図 2-12 災害協定の有無 

図 2-11 機関別・災害協定の有無 

（協定を締結している 27 団体を対象） 
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内部協定

あり

10協定
(10.8%)

内部協定

なし

83協定
(89.2%)

 
 

 
(2) 災害協定の評価 

 

・発災前に災害協定を締結していた27団体を対象に災害協定の評価を確認したところ、「非常

に役立った」が9件（33.3％）、「概ね役立った」が7件（25.9％）と、一定の効果を得られ

ている。 

 

非常に

役立った

9件
(33.3%)

概ね役

立った

7件
(25.9%)

一部は役

だった

1件
(3.7%)

役立たな

かった

1件
(3.7%)

未回答

9件

(33.3%)

※災害協定を締結した27団体を対象に整理

図 2-15 災害協定の評価 

（協定を締結している 27 団体を対象） 

図 2-14 要請と活動の状況 

要請有・

活動有

58協定
(62.4%)

要請無・

活動有

18協定
(19.4%)

要請無・

活動無

15協定
(16.1%)

未回答

2協定

(2.2%)

図 2-13 内部協定の有無 
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３－４－２ ＢＣＰ・災害対応マニュアル 

 

(1) マニュアル類の策定状況 

 

・発災前に災害対応マニュアル又はBCP（以下、「マニュアル類」と言う。）を策定していた業

界団体は、32団体中9団体（28.1%）となっている。 

・上記9団体が策定しているマニュアル類においては、「災害対応時の指揮・命令権限」と「緊

急時の連絡手段の確保」が9団体全てにおいて記載されている。一方、「災害対応時の燃料、

資機材の調達方法」はいずれのマニュアルにも記載されていない。 

 

 

 

図 2-17 マニュアル類の策定状況 

策定

9団体

(28.1%)

未策定

21団体

(65.6%)

未回答

2団体

(6.3%)

図 2-16 マニュアル類への記載内容 

（マニュアル類を策定している 9団体対象） 

6団体

9団体

6団体

9団体

7団体

7団体

6団体

0団体 2団体 4団体 6団体 8団体 10団体

災害対応の発動基準

災害対応時の指揮・命令系統

災害対応時の拠点場所の確保

緊急時の連絡手段の確保

災害時に優先して実施する業務内容

災害対応業務に対する役割分担

建設機械、資機材等の保有状況

災害対応時の燃料、資機材等の調達方法

その他

規定している 規定していない
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(2) マニュアル類の評価 

 

・マニュアル類を策定していた9団体を対象にマニュアル類の評価を確認したところ、「役だ

った」が8件（88.9％）であるのに対して、「役立たなかった」という回答は無く、一定の

効果が得られたものと判断できる。 

 
 

２－４－３ 防災訓練 

 

(1) 防災訓練の実施状況 

 

・発災前の1年間の間に防災訓練を実施していた業界団体は12団体であった。 

・防災訓練を実施した12団体を対象に防災訓練の参加者を確認したところ、「会員以外の企業」

が2団体、「行政機関」が10団体、「医療機関」が1団体の防災訓練に参加しており、会員企

業以外の主体と共同で訓練を実施しているケースが多い。 

 
 

役だった

8件

(88.9%)

未回答

1件

(11.1%)

※マニュアル類を整備した9団体を対象に整理

図 2-18 マニュアル類の評価 

（マニュアル類を策定している 9団体を対象） 

実施

12団体

(37.5%)

未実施

16団体

(50.0%)

未回答

4団体

(12.5%)

図 2-19 防災訓練の実施状況 

12団体

2団体

10団体

1団体

0団体 5団体 10団体 15団体

会員企業

会員以外の企業

行政機関

医療機関

参加した 参加していない

図 2-20 防災訓練への参加者 

（防災訓練を実施した 12 団体を対象） 
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(2) 防災訓練の評価 

 

・震災前1年間に防災訓練を実施した12団体を対象に防災訓練の評価を確認したところ、「非

常に役立った」が2件、「概ね役立った」が2件、「一部は役立った」が6件との回答が得られ

たことから、一定の効果が表れていると考えられる。 

・しかしながら、「役立たなかった」との回答も1件見られるが、この回答に対しては“停電

の影響で災害情報共有システムへのアクセスや携帯電話からの被災位置・写真情報の収集

が不可能であったことが理由として挙げられている。 

 

非常に役

に立った

2件
(16.7%)

概ね役に

立った

2件
(16.7%)一部は役

に立った

6件
(50.0%)

役立たな

かった

1件
(8.3%)

未回答

1件

(8.3%)

※防災訓練を実施した12団体を対象に整理  
 

 

 

 

図 2-21 防災訓練の評価 

（防災訓練を実施した 12 団体を対象に整理） 
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２－５ 震災対応全般の意見 

 

(1) 良かった点（効果的であった事項） 

業種 意見 

大手建設業 
東北支部が直接的な窓口になって活動をしたが、団体本部や他支部の協力、ある

いは各社の全国組織を活用しての対応が非常に有効に機能した。 

地域建設業 

本会と支部及び会員企業との連絡手段として平時から電子メールを活用してい

たため、震災後に関係官公庁からの緊急の情報収集依頼に対して迅速に対応出来

た。 

会員企業は自らが被災を受けながらも、24 時間体制で震災直後より巡視し、行政

機関の出動要請により応急復旧活動を行った。 

初動のパトロールにより迅速な活動を行った。 

有事の際は、平時における行政機関とのコミュニケーションが功を奏した。 

大規模災害発生時には、緊急対応に忙殺されている現地と協会本部との間で有効

な情報共有は困難であり、現地組織による直接対応が も重要であると改めて再

認識した。 

震災対応において、個々の企業で当たるのではなく、業界団体の持つ組織力を活

かした支援活動が行えたと感じている。 

個々の企業では解決できない問題等の意見を集約し、関係機関への要望などから

災害現場の第一線で活動する建設企業を支援できたと感じている。 

専門工事業 
会員各社の協力を得て、関係機関からの要望に迅速に対応出来た。 

インターネットよる各種情報の入手が可能であった。 

港湾工事業 

震災直後は当該港及び周辺港に稼働できる作業船が存在せず、県外から作業船お

よび潜水士を確保した。県外からの作業船確保では、協会本部で全国的な作業船

の調査・調整を行い、また、作業船等の調達上、福島沖通行の制約等がある中で、

比較的迅速に対応する事ができた。燃料不足に対しては、協会本部にてチャータ

ーしたタンカー船、バンカー船の調達し燃料給油をまかなう事が出来た。 

建設関連業 

岩手県では平成 23 年 9 月台風 15 号による追加災害が発生したが、県防災担当部

署では我々業界の業務進捗状況を把握し、業務日程を調整してくれたことで、年

内に災害査定を完了することが出来た。 

東北６県をまたぐ、当協会として比較的被害が少なかった秋田、山形の協会員の

協力を得たことが良かった。 

年度末であり、震災発生後 3月 13 日、東北地方整備局に対し「業務工期延期等

の善処依頼」を行い、早急に対応していただいた。 

国・県・市町村・各団体等の関係機関及び他団体などと一体的になり当協会の総

力を挙げて災害査定に係わる業務あるいは応急工事・２次災害防止事業等に係わ

る測量・設計業務に対応できた。 
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(2) 悪かった点（改善すべき事項） 

業種 意見 

地域建設業 

当協会には、地元企業も会員であり、今回の東日本大震災においては、会員も津

波被害の大きな場所に本社が有る等、被災者となっている。通信網もままならな

い状況下で、会員との連絡についても、なかなか上手く取る事ができなかった。

携帯電話の GPS 機能を活用した災害情報共有システムが、運用体制の構築が途上

であったこと、広域停電により携帯通信網が利用不可能であったことから活用さ

れなかった。通信手段・電源のバックアップを用意すべきであった。 

官民共に平時より地域の安全・安心を守る強い使命感を持ち活動している。しか

し、これまで合同の防災訓練を行ってこなかった。行政機関との合同防災訓練が

重要である。 

・有事の際の通信手段の確保 

・電源確保 

・食料・燃料等の備蓄 

・災害対応マニュアル策定の必要性 

大規模災害発生時の応急対策業務の担当組織として、「緊急時連絡体制の確保」、

「指示系統の明確化」、「資機材の物流経路の確保」といった課題を念頭に、災

害時に組織を代表して関係機関との連絡調整にあたることの可能なリエゾン（連

絡調整員）の能力を有する防災担当者の養成を、業界として取り組んでいただき

たい。 

専門工事業 

災害用備品を充分に備えていなかった。 

緊急通行車両等確認証明書の発行手続きを今回のような地震緊急時には特別簡

素に願いたい。 

災害支援現地でのガソリン給油状況および宿泊施設の情報が不足していた。 

港湾工事業 

当協会には、地元企業も会員であり、今回の東日本大震災においては、会員も津

波被害の大きな場所に本社が有る等、被災者となっている。通信網もままならな

い状況下で、会員との連絡についても、なかなか上手く取る事ができなかった。

建設関連業 

敏速な対応に必要な、通信手段や日頃の訓練の強化が課題として残った。 

「業務工期等の善処依頼」に早急に対応し通知をしたにもかかわらず、各事務所

や県により対応に温度差があった。また、全国規模で支援人員を召集したが、他

地方整備局ではこのような配慮がなく、支援が 4月以降と遅れた。→全国的な通

知･指示の徹底が必要 

福島県では、東日本大震災、新潟・福島豪雨、台風１５号と縦続いて災害による

被害を被った。そのため、会員同士のやりくりだけでは間に合わず、他の都道府

県にも応援を要請せざるを得なかった。しかし、災害歩掛単価が安すぎると断ら

れる例が多かった。 
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(3) 意見・要望等 

業種 意見 

大手建設業 

「発災」直後の当団体への支援要請が、「仮設ハウス」「仮設トイレ」「テント」

「日用品」「医薬品」「食料品」等々のいわゆる物品・資機材調達に限定されて

いて、本来業務である「復旧工事」等への協力要請を受けることが出来なかった。

会員会社にとっては、大災害時に本来業務での協力が出来なかったことに対し、

忸怩たる思いがある。 

地域建設業 

災害対応にあたっては地元に精通し、資機材・人員を保有する地元建設企業の存

在が特に重要であることは改めて確認された。 

災害に対応出来る一定規模の建設企業を継続的に育成する環境整備が必要であ

る。 

地元建設業の知見とノウハウが建設技術であり、社会資本そのものである。脆弱

な国土である日本における地域建設業は必要不可欠で危機管理産業としての地

位の確立と準公共財としての位置づけが必要である。そのためには建設業従事者

の健全な賃金体制が重要である。この機を逸することなく体制づくりが急務であ

る。 

震災直前に問題提起されました「災害空白地域」の懸念が的中した結果となり、

メディアの扱いにも変化の兆しが見られる。しかしながら、実際の重機作業や現

場作業員の苦労はまだ十分評価されていない。 

全国規模の業界団体の組織を通じて、建設業の重要性を積極的にアピールしてい

ただき、地域建設業が健全な経営環境において地域防災に貢献できる条件作りが

課題と考える。 

この度の大震災では、自衛隊や警察、消防の活躍はクローズアップされるが、同

じように被災地で行方不明者捜索のための瓦礫撤去などの支援活動を行い、住民

生活に欠くとのできないライフラインの応急復旧作業にあたった建設業者に焦

点が当てられていないように感じてならない。地元の建設業者は捜索活動が終了

するまで続いたのである。 

自らも被災者でありながら、同じ地元の人々を早く救出したい、行方不明者を早

く見つけ遺族の方々に帰したい、地域の応急復旧は自らの手で行いたい、などの

強い思いから支援活動にあたった建設業者のことも忘れずに、広く一般の方々に

伝えて欲しい。 

地域に精通した地元企業が一定数まとまって存在していないと、今回のような災

害に的確に対応できないことが明らかになったとみられる。また、震災後の復興

においても、地域の経済と雇用を支える建設企業の存在が不可欠である。その一

方で、地元企業においては、人員・保有機材の縮小が続いており、今のままでは、

地域の安全・安心を守ることができなくなることが懸念される。地域維持の観点

から建設業振興策の在り方を見直すべきである。 
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業種 意見 

専門工事業 

初期に行なった散水車の派遣支援は、当初から「手洗い等の生活雑水」として使

用するという認識で、現地入りしたが、被災地では飲料水が不足している状況下

で、給水車と勘違いされ、逆に反発されることもあり、住民感情に配慮して以降

中止となった。（派遣時期が早すぎたのか？）同じ頃に、被災が軽い地域の病院

ではトイレ用の生活雑水不足から、近くの河川まで水汲みにいき難儀していると

の新聞記事もあったが、協会として遠方から調達した散水車の活用を探索する機

転と時間が不足していたと反省した。 

関係機関との災害協定締結を進めていきたい。 

災害協定を締結しているが協定に基づく要請がなかった。今回の地震被害の大部

分が津波によるものであり、現地被災状況から判断し当協会への協定に基づく要

請がなかったものと思われるが、災害協定未締の県等より橋梁調査要請があり、

なんとか対応できたが、今後ある程度の確率で発生が予想されている地震が発生

し、協力要請が輻輳した時の対応・判断が懸念される。 

港湾工事業 

当協会独自の活動は無かったため、調査票の記入は出来ませんでした。 

当協会は独自の活動はなく、３連合会で東北地方整備局との間で締結している

「災害時における東北地方整備局管轄区域の災害応急業務に関する協定」に基づ

き、災害対策支援協議会の指示等による支援活動を行った。 

啓開作業状況等の情報は随時入手（本部情報）できたが、船舶が本当に足りてい

るのか不足しているのか等の詳細情報も欲しかった。（支援の可否、時期等） 

会員会社の現地工事事務所では、緊急時の対応を協議するため、発注者へ連絡・

報告をしようとしたが、発注者の事務所も被害を受けており、緊密な連携がとれ

なかったとの報告を受けている。発注者、協会会員の両方が被害を受ける 悪の

状態を想定した、防災対応組織（体制）の構築と連絡手段（ハード）の確保が必

要と考えております。 

また、作業船の燃料、作業員の宿泊場所と食料の確保に非常に苦労しました。全

国的な災害対策として、備える必要があると考えております。 

今回の大震災は、東北地方の太平洋側港湾が津波被害を被り、かつ、直轄事務所

及びその出先事務所等も被害を受け、同時に会員企業も事務所被害・潜水士船の

沈没等の多大な被害を受けるなど過去に類のないような未曾有の震災であった。

よって、東北地方太平洋側の会員の動きは必然的に制約され、様々な活動に対応

することが出来なかった。その分、隣接する新潟支部管内（秋田県から福井県）

に所在する会員に協力体制が向けられたことが事実であった。今後は、予想され

る東海・南海・東南海地震等、今回の大震災と同様な被害が予想されることから、

防災マニュアルの整備、連絡体制のネットワーク構築を図り、今回の教訓を活か

していきたい。 
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業種 意見 

建設関連業 

行政を含めた、具体的な災害体制を整備することが必要と感じた。 

・災害査定の準備のために支援業務を行ったが、契約金額が明確に決まらない状

況で支援を行った。 

・契約金額が不明の状況では、支援可能かの判断に不安を感じた業者が多かった。

・災害査定の資料作成（測量･設計･関連資料作成）の単価が定まっておらず、今

後統一した単価設定が望まれる。 

災害発生時の混乱からいち早く体制を整えるためには、有効的な技術者の招集、

通信手段の確保、日頃の訓練の必要性を痛感した。 

今後の復旧･復興のためには、全国規模の技術者支援が欠かせない。業務発注に

当たっては、宿泊費等の経費も考慮した発注形態をお願いしたい。 

どこの県でも、会員が減少してきており、災害対応に係る人員を確保するのが困

難になってきている。応援をお願いする方も又応援をする方も共通の災害歩掛単

価が必要である。 

１．宮城県における東日本大震災被災箇所は、人命救助、行方不明者の捜索、大

津波による広域的な浸水区域、地殻変動による地盤沈下、膨大ながれき処理、

一部地域の放射能汚染、救援物資等の物流、食糧、ガソリン・軽油等の極度の

不足、交通渋滞、情報通信の混乱など、現場の労働環境は、 悪の状況であっ

た。また、災害査定業務においても、机上査定の拡大により、被災個所を的確

に判断し確定させるための写真撮影の増加、伐採・除草・路面清掃・舗装のコ

ア採取等の災害査定補助業務の増加、本震以降の余震・大雨等による被災個所

の再調査、短期間での成果品提出による残業業務の増加など、現在の国土交通

省の設計積算等標準基準書による災害歩掛・単価との格差が非常に大きく、改

善を図っていただきたい。 

２．今後本格的な災害復旧事業が進む中、地殻変動による移動および地盤沈下な

どの状況下において工事施工のための詳細設計等において、隣接する各施設管

理者・地下埋設物管理者官民民の用地境界確定などにおける設計協議・施工協

議が非常に困難なことが予測され、対応策講じる必要が有る。 

３．災害を未然に防ぐ防災・減災事業等災害に強い街づくりなど社会資本整備事

業の促進を図ることが 重要課題である。 

リース・レンタ

ル業 

建機レンタル会社は機械器具を貸し出しするが、実際の機械器具の稼働使用、日

常メンテナンスは借手の責任となる。公共機関、官庁の方は現地設置、稼働まで

望まれていますが、多くの場合対応出来ない。協定の話が出た場合、これを説明

すると一旦、話が途切れる事が多い。 

その他 

①災害時に対して過去の経験を保有していたので「何を」すべきかある程度判断

することが出来た事 

②会員会社から３月１４日、ホイルローダ１台の無償貸与の申し出があった事、

４月２６日にはダンプトラック２台、バックホー２台の協力申し出があり行政機

関に情報提供をしたが、活用はされていないようであった。 

③災害対策本部を設置してもそれらを機能させるだけのマンパワーは十分では

ない事 

④緊急車両の指定については、警察庁、国交省及び本部で平常時から協定を締結

しておき緊急事態発生時には支部においてメール・ＦＡＸ等で許可証の発行を可

能なようにすべきである。（３月１４日には会員会社より緊急指定の要請があっ

たが実際に発行できたのは３月１６日１６時以降であった） 



３．建設業界の活動実態調査（業界団体の会員企業） 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．建設業界の活動実態調査（業界団体の会員企業） 
 



３．建設業界の活動実態調査（業界団体の会員企業） 

56 
 

 

３－１ 建設業界の活動実態調査（業界団体の会員企業）の概要 

 

 本章では、３．に示した「東日本大震災における建設業界の活動実態調査に関するアンケ

ート」において、建設関連業界団体の会員企業に関する、被災状況、支援活動の状況、平常

時からの備えに対する評価等に関する調査結果について示す。なお、３．においてアンケー

ト調査を行った３２の業界団体のうち、８団体を対象として調査を行った。 

 

(1) 調査主体 

 

公益社団法人土木学会 震災対応マネジメント特定テーマ委員会 

東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会第６部門 

国土交通省東北地方整備局 

国土交通省国土技術政策総合研究所 

 

(2) 調査方法 

 

 業界団体及び業界団体会員企業を対象としたアンケート調査票（MS-Excel）を作成し、

電子メールにより配布・回収した。 

 

(3) 調査期間 

 

 平成 24 年 1 月 13 日～平成 24 年 2 月 20 日 

 

(4) 調査対象 

 

 業界団体向けアンケートを行った 32 団体のうち、以下の 8団体の会員企業を対象として

調査を行った。 

・大手建設業：1団体      ・港湾工事業：1 団体 

・専門工事業：3団体      ・建設関連業：1 団体 

・リース・レンタル業：1団体  ・その他：1団体 

 

(5) 調査項目 

 

・震災発生後の被害状況 

・震災発生～９月末（概ね半年以内）の間の支援活動の状況 

・平常時からの備え（災害協定の締結、マニュアル類の策定、防災訓練の実施） 

・平常時からの備えに対する評価 

・災害対応全般の意見（良かった点、悪かった点、意見・要望等） 

 

(6) 回答者の属性 

 

・本アンケートに対し、業界団体の会員企業から137件の回答があった。 

・本アンケートでは地元建設業団体の会員企業は対象としていないことから、東北地方に本

店を置く企業は3社のみであり、多くは関東（特に東京都）に本社を置く企業である。なお、

被災地 寄りの拠点（支社・支店）としては、宮城県に拠点を置く企業が121社と多い。 

・各社の業種分類の内訳は、建設業が104社（75.9％）、建設関連業が19社（13.9％）、リース・

レンタル業が14社（10.2％）となっている。 
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表3-1 本店所在地 

東京都 左記以外 愛知県 左記以外 大阪府 左記以外

企業数 8 社 3 社 71 社 12 社 6 社 6 社 2 社 17 社 4 社 2 社 3 社 3 社 0 社 137 社

％ 5.8% 2.2% 51.8% 8.8% 4.4% 4.4% 1.5% 12.4% 2.9% 1.5% 2.2% 2.2% 0.0% 100.0%

計九州四国中国
近畿中部関東

沖縄北陸北海道 東北

 
 

表3-2 被災地最寄りの拠点（支社・支店）の所在地 

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 その他 未回答

3 社 9 社 121 社 1 社 1 社 9 社 5 社 10 社

2.2% 6.6% 88.3% 0.7% 0.7% 6.6% 3.6% 7.3%

※ 被災地最寄りの支社・支店の所在地が複数県存在する場合は重複計上。

全137件に対する割合

企業数

 
 

表3-3 企業規模（資本金） 

1千万円
未満

1千万円
以上～5
千万円未

満

5千万円
～1億円

未満

1億円以
上～10

億円以上

10億円
以上～
50億円
未満

50億円
以上～

100億円
未満

100億円
以上

未回答 計

企業数 0 社 7 社 6 社 45 社 30 社 22 社 27 社 0 社 137 社

％ 0.0% 5.1% 4.4% 32.8% 21.9% 16.1% 19.7% 0.0% 100.0%  
 

表3-4 企業規模（従業員数） 

100人以上 300人以上 500人以上 1000人以上 2000人以上 5000人以上

300人未満 500人未満 1000人未満 2000人未満 5000人未満 5000人以上

企業数 14 社 27 社 22 社 29 社 26 社 12 社 7 社 0 社 137 社

％ 10.2% 19.7% 16.1% 21.2% 19.0% 8.8% 5.1% 0.0% 100.0%

100人未
満

未回答 計

 
 

表3-5 業種分類 

建設業
建設

関連業
ﾘｰｽ・

ﾚﾝﾀﾙ業
計

企業数 104 社 19 社 14 社 137 社

％ 75.9% 13.9% 10.2% 100.0%  
 

(7) 調査結果の概要 
 

本アンケートによる主な結果は以下のとおり。 
① 支援活動の状況 
・社会資本の点検が 多で、社会資本の応急復旧が次いで多い。 
・リース・レンタル業者においては、建設作業関連資機材（燃料含む）、建築資材等及

び緊急物資の提供や運搬を行っている。 
② 平常時からの備え 
・業界団体会員企業137社のうち90社（約66％）については、行政機関や業界団体と延

べ285の災害協定を事前に締結 
・災害対応のマニュアル類までを策定・所有していた会員企業は82社（約60％） 

③ 平常時の備えに対する評価 
・災害協定を締結していた90社では、「非常に役立った」が21社（23.3％）、「概ね役立

った」が32社（35.6％）と、災害協定の締結が一定の効果を得られている。 
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３－２ 被災状況 

 

・企業の被災状況は、全137社のうち94社（68.6％）で「被害あり」と回答している。 

・また、被災した94社の被害の内容は、「人的被害（従業員・家族）」が73社、「物的被害（社

屋・資機材）」が62社、「施工現場の被害（仮設物、現場内の資機材）」が48社となっている。 

 

 
 

 
 

 

 

被害あり

94社

(68.6%)

被害なし

41社

(29.9%)

未回答

2社

(1.5%)

図 3-1 被災の有無 

73社

62社

48社

0社 20社 40社 60社 80社 100社

人的被害（従業員･家族）

物的被害（社屋・資機材）

施工現場の被害

（仮設物、現場内の資機材）

当該被害あり

当該被害なし

図 3-2 被災内容の内訳（被災を受けた 94 社を対象） 
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３－３ 支援活動 

 

(1) 活動の開始時期 

 

・企業の支援活動の開始時期の内訳を見ると、「震災後3日以内」には59社（43.1％）が活動

を開始している。また、「震災後１週間以内」の29社を含めると1週間以内に活動を開始し

た企業数は88社（64.3％）となっている。 

・支援開始時期ごとに被災状況の内訳と見ると、発災直後ほど被災した企業による支援活動

が多いことが分かる。 

 

震災後3

日以内

59社
(43.1%)

震災後1

週間以内

29社
(21.2%)

震災後約

半年以内

39社
(28.5%)

震災後約

半年以降

（未実施
含む）

8社

(5.8%)

未回答

2社

(1.5%)

 
 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

震災後3日以内

震災後1週間以内

震災後約半年以内

震災後約半年以降（未実施含む）

未回答

被害状況の有無の内訳

被害あり 被害なし

未回答

 
 

 

 

図 3-3 支援活動の開始時期 

図 3-4 被災状況別・支援活動の開始時期 
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(2) 支援の状況 

 

・発災後から9月末までの半年間に行われた支援活動の内容を業種別に整理したところ、建設

業が内容に寄らず全般的な支援活動を行っていることが分かる。 

・一方、建設関連業は「社会資本の点検」や「社会資本の応急復旧」、リース・レンタル業は

「建設作業関連資機材（燃料含む）の提供」、「仮設住宅・避難所等の建築資材・設備・建築

作業提供」等の物的支援を行っているという特徴がある。 

 

 
 

(3) 支援の理由 

 

・支援活動を行った理由として事前の災害協定と支援要請の状況を整理したところ、行政機

関や業界団体から要請を受けて行った支援が559件（うち、事前の協定あり263件、協定な

し296件）で全体の79.9%を占めていることが分かる。 

・一方、行政機関からの要請がなくとも自発的に活動した支援も115件（16.5％）となってい

る。 

 
 

図 3-5 業種別・支援活動の内訳 

0件 50件 100件 150件 200件 250件 300件

人命救助･行方不明者捜索等への協力のためのｶﾞﾚｷ処理【5件】

社会資本の点検【271件】

社会資本の応急復旧【178件】

ｶﾞﾚｷ撤去･移動･運搬（人命救助･行方不明者捜索等を除く）【472件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の提供【54件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の運搬【20件】

仮設住宅･避難所等の建築資材･設備･建築作業提供【35件】

専門家派遣【1件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の提供【52件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の運搬【26件】

その他【10件】

支援活動数

建設業 建設関連業 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ業

要請有

（協定有）

263件
(37.6%)

要請有

（協定無）

296件
(42.3%)

要請無

115件

(16.5%)

未回答

25件

(3.6%)

図 3-6 支援の理由 

（協定と要請の状況） 
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(4) 支払の状況 

 

・実施された支援活動699件に対する費用の支払い状況を見ると、「有償」が374件、「一部有

償」が53件、「無償」が165件となっている。 

・活動内容別に見ると、「社会資本の点検」や「建設関連以外の医薬品・食料・衣料品・燃料

等の緊急物資の提供」、「建設関連以外の医薬品・食料・衣料品・燃料等の緊急物資の運搬」

が無償支援として多く行われていることが分かる。 

 

 

 

有償

374件

(53.5%)

一部有

償

53件
(7.6%)

無償

165件

(23.6%)

調整中

105件

(15.0%)

未回答

2件

(0.3%)

図 3-8 支払い状況 

0件

100件

200件

300件

400件

500件

600件

建設業 建設関連業 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ業

支
援
活
動
数

要請有

（協定有）

要請有

（協定無）

要請無 未回答

図 3-7 業種別・支援の理由 

図 3-9 支払い状況別・支援活動の内容 

0件 50件 100件 150件 200件 250件 300件

人命救助･行方不明者捜索等への協力のためのｶﾞﾚｷ処理【5件】

社会資本の点検【271件】

社会資本の応急復旧【178件】

ｶﾞﾚｷ撤去･移動･運搬（人命救助･行方不明者捜索等を除く）【472件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の提供【54件】

建設作業関連資機材(燃料含む)の運搬【20件】

仮設住宅･避難所等の建築資材･設備･建築作業提供【35件】

専門家派遣【1件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の提供【52件】

建設関連以外の医薬品･食料･衣料品･燃料等緊急物資の運搬【26件】

その他【10件】

支援活動数

有償 一部有償 無償

調整中 未回答
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(5) 支援の達成状況 

 

・支援活動の達成状況としては、全699件のうち597件（85.4％）の支援で「8割以上」と回答

されており、企業単位では各社ともに十分な役割を果たしているものと判断できる。 

 

 
 

 

 

 

 

 

2割未満

13件

(1.9%)

2割以上

5割未満

13件
(1.9%)

5割以上

8割未満

25件
(3.6%)

8割以上

597件

(85.4%)

未回答

51件

(7.3%)

図 3-10 支援の達成状況 
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３－４ 平常時からの備えに対する評価 
 
３－４－１ 災害協定 
 
(1) 災害協定の締結状況 

 

・災害協定の有無としては、137社のうち「協定あり」が90社（65.7％）と半数以上の企業が

行政機関や業界団体と災害協定を締結している。 

・機関別に協定の締結先を見ると、「国」と協定を締結している企業が42社、「業界団体」と

協定を締結している企業が40社と多い。 
 
 

42 団体

28 団体

13 団体

40 団体

12 団体

0 団体 30 団体 60 団体 90 団体 120 団体 150 団体

国

県・政令市

市町村

業界団体

その他

当該機関との協定あり 当該機関との協定を未締結

 
 

 

 
 

・協定を締結している90社の延べ協定締結数は285協定であるが、協力会社等との内部協定の

有無は、「内部協定なし」が247協定（86.7%）と、多くの協定では事前の内部協定を締結し

ていない。 

・また、285協定の内、131協定については協定に基づく支援要請が行われ、うち120協定で支

援活動が行われている。また、要請がなかった142協定のうち25協定については企業の自主

的な判断による支援活動が行われている。 

 

 

図 3-12 災害協定の有無 

協定あり

90社

(65.7%)

協定なし

47社

(34.3%)

図 3-11 機関別・災害協定の有無 

（協定を締結している 90 社を対象） 
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内部協定

あり

15協定
(5.3%)

内部協定

なし

247協定
(86.7%)

未回答

23協定

(8.1%)

 
 

 

 

 
(2) 要請への対応状況 

 

・全137社のうち51社（37.2％）が「複数の支援要請を受けた」と回答している。 

・複数の支援要請を受けた51社に対して事前の災害協定の締結状況を確認したところ、「協定

に基づく要請のみ」が24社（47.1％）、「協定に基づく要請と基づかない要請」が27社（52.9％）

という内訳となっており、有事において協定の有無に因らずに支援要請が行われているこ

とが分かる。 

・また、同51社を対象に優先順位付けの難易度について確認したところ、「優先順位付けが困

難であった」という回答は17社（33.3％）、「優先順位付けは困難でなかった」という回答

が33社（64.7％）と、比較的明確な尺度をもって優先度を決定していることが推察される。 

 

図3-14 要請と活動の状況

要請有・

活動有

120協定
(42.1%)

要請有・

活動無

11協定
(3.9%)

要請無・

活動有

25協定
(8.8%)

要請無・

活動無

117協定
(41.1%)

未回答

12協定

(4.2%)

図 3-13 内部協定の有無 
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優先順位

付けは困

難であっ
た

17社

(33.3%)優先順位

付けは困

難でな
かった

33社

(64.7%)

未回答

1社

(2.0%)

※複数の要請を受けた51社を対象に整理

図 3-17 優先順位の難易度 

協定に基

づく要請

のみ
24社

(47.1%)

協定に基

づく要請

と基づか
ない要請

27社

(52.9%)

※複数の要請を受けた51社を対象に整理

図 3-16 複数要請の根拠 

図 3-15 複数要請の有無 

複数の支

援要請を

受けた
51社

(37.2%)
複数の要

請は受け

ていない
78社

(56.9%)

未回答

8社

(5.8%)



３．建設業界の活動実態調査（業界団体の会員企業） 

66 
 

 

・複数の人員の振り分けについては、「円滑に決定」が14社（27.5％）、「一部は円滑、一部は

難航」が19社（37.3％）、「決定が難航」が5社（9.8％）となっている。 

・人員の振り分けが円滑に決定できた理由としては、「要請順に対応したため」が16社、「人

員・資機材を保有していた」が13社から挙げられている。 

・また、振り分けが難航した理由としては、「人員・資機材の不足」が23社から挙げられてい

る。 

 

 
 

 

円滑に決

定

14社
(27.5%)

一部は円

滑、一部

は難航
19社

(37.3%)

決定が難

航

5社
(9.8%)

要請は重

ならな

かった
12社

(23.5%)

未回答

1社

(2.0%)

※複数の要請を受けた51社を対象に整理

図 3-18 人員の振り分け 

7社

13社

16社

4社

0社 10社 20社 30社 40社 50社

振り分け計画があった

人員・資機材を保有していた

要請順に対応したため

その他

該当 非該当

※人員の振り分けが円滑になされた３３社を対象に整理

図 3-20 人員の振り分けが円滑に行われた理由 

（円滑に決定した 33 社を対象） 

2社

23社

0社

6社

2社

0社 10社 20社 30社 40社 50社

振り分け計画がなかった

人員・資機材の不足

優先順位のを判断者がいなかった

優先順位の判断材料がなかった

その他

該当 非該当

※人員の振り分けが難航しいた２４社を対象に整理

図 3-19 人員の振り分けが難航した理由 

（決定が難航した 24 社を対象） 
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・発災前に災害協定を締結していた90社を対象に災害協定の評価を確認したところ、「非常に

役立った」が21社（23.3％）、「概ね役立った」が32社（35.6％）との回答が得られたこと

から、一定の効果を得られていると判断できる。 

 
 

非常に役

立った

21社
(23.3%)

概ね役

立った

32社
(35.6%)

一部は役

立った

11社
(12.2%)

未回答

26社

(28.9%)

※災害協定を対決済みの９０社を対象に整理

図 3-21 災害協定の評価（災害協定を締結した 90 社を対象） 
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３－４－２ ＢＣＰ・災害対応マニュアル 

 

(1) マニュアル類の策定状況 

 

・発災前にマニュアル類を策定していた企業は、137社中82社（59.9%）となっている。 

・上記82社が策定しているマニュアル類においては、「対応時の指揮・命令系統」や「災害対

応業務に対する役割分担」を含めて多くの項目が網羅されているが、「建設機械、資機材等

の保有状況」、「災害対応時の燃料、資機材の調達方法」が記載されているマニュアルは半

数程度となっている。 

 

 
 

 

図 3-22 マニュアル類の策定状況

策定

82社

(59.9%)

未策定

53社

(38.7%)

未回答

2社

(1.5%)

図 3-23 マニュアル類への記載内容 

（マニュアル類を策定している 82 社を対象） 

76社

80社

74社

74社

69社

78社

46社

40社

14社

0社 20社 40社 60社 80社 100社

災害対応の発動基準

災害対応時の指揮・命令系統

災害対応時の拠点場所の確保

緊急時の連絡手段の確保

災害時に優先して実施する業務内容

災害対応業務に対する役割分担

建設機械、資機材等の保有状況

災害対応時の燃料、資機材等の調達方法

その他

規定している 規定していない
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(2) マニュアル類の効果 

 

・マニュアル類を策定していた82社に対してその評価を確認したところ、「役だった」という

回答が70社（85.4％）、「役立たなかった」という回答が4社（4.9％）であり、総じてマニ

ュアル類を策定した効果が得られている。 

役だった

70社

(85.4%)

役立たな

かった

4社
(4.9%)

未回答

8社

(9.8%)

※マニュアル類を策定済みの８２社を対象に整理  
図3-24 マニュアル類の評価 
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３－４－３ 防災訓練 

 

(1) 防災訓練の実施状況 

 

・発災前の1年間の間に防災訓練を実施していた企業は89社（65％）であった。 

・防災訓練を実施した89社を対象に防災訓練の実施方法（複数選択可）を確認したところ、

「自社単独で実施」が60社と多く、「所属する団体で実施」が30社、「行政機関や他社と合同

で実施」が16社であった。 

 

 

   
 

図 3-26 防災訓練の実施方法 

（防災訓練を実施した 89 社を対象） 

60社

30社

16社

17社

0社 20社 40社 60社 80社 100社

自社単独で実施

所属する団体で実施

行政機関や他社と

合同で実施

その他

参加した 参加していない

図 3-25 防災訓練の実施状況 

実施

89社

(65.0%)

未実施

44社

(32.1%)

未回答

4社

(2.9%)
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(2) 防災訓練の効果 

 

・自社単独で訓練を実施した60社を対象に防災訓練の評価を確認したところ、「非常に役に立

った」が8社（13.3％）、「概ね役に立った」が28社（46.7％）と一定の効果が得られたもの

と考えられる。 

・合同で訓練を実施した39社を対象に防災訓練の評価を確認したところ、「未回答」が多いも

のの「非常に役立った」が4件、「概ね役立った」が6件と、これについても一定の効果が表

れていると判断できる。また、未回答分を除いて自社単独で行った防災訓練と比較したと

ころ「非常に役立った」という回答の割合が多くなっている。 

 

非常に役

に立った

8社
(13.3%)

概ね役に

立った

28社
(46.7%)

一部は役

に立った

17社
(28.3%)

役立たな

かった

2社
(3.3%)

未回答

5社

(8.3%)

※自社単独の防災訓練を実施した６０社を対象に整理  

 
 

非常に役

に立った

4社
(10.3%)

概ね役に

立った

6社
(15.4%)

一部は役

に立った

5社
(12.8%)

役立たな

かった

2社
(5.1%)

未回答

22社

(56.4%)

※合同での防災訓練を実施した３９社を対象に整理  

図 3-27 防災訓練の評価 

（単独で訓練を実施した 60 社を対象） 

図 3-28 防災訓練の評価 

（合同で訓練を実施した 39 社を対象）
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３－５ 震災対応全般の意見 

 

(1) 良かった点（効果的であった事項） 

業種 意見 

建設業 

（大手建設業） 

他店（東京）の支援態勢（食料等物資の運搬）。他県（山形）の協力会社の支援。

本社に取締役及び執行役員をメンバーとした「災害対策本部」を設置してあったた

め、災害復旧のため迅速で適切な対応ができた。 

震災後、ストップした手持ち工事の作業員、資機材を有効に利用できた。 

社内において震災ボランティアを募集し、約９０名が５日間で実施した。ボランテ

ィア活動を通じ微力ではあるが、被災地域へ貢献できたと思う。 

今回の東日本大震災が東北支店管轄エリアでの災害の為、本社支援機能がうまく廻

り、初期支援活動ができた。合わせて、対策本部の設置がスピーディーに行えた事。

防災無線による対策本部との連絡・報告が可能となり、支援資機材の調達・確保が

出来た。 

被害の少なかった関東以西の支店からの支援があり、物資不足の被災地にとっては

効果的であった。同業他社の情報も取り入れ、対処方法の検討ができた。 

専用回線があったので、本社と直接テレビ会議システムを利用して対応策がとれ

た。 

普段からの付き合いのある特定顧客に対しては、震災直後からガレキ撤去等、効果

的な支援活動ができた。今後も顧客と一体となった防災システムの構築が有効であ

る。 

業界団体の迅速な対応は関係機関から信頼を得ることが出来たのではないか。ゼネ

コンのパワー・機動力の強さがアピールできたのではないか？ 

建設業 

（大手建設

業・専門工事

業・その他） 

人的被害が無かったこと。 

加盟団体の活動に連携して、ゼネコン８社が核となり、組織的に全国エリアを対象

とした活動が出来たことが効果的であった。 

建設業 

（大手建設

業・港湾工事

業） 

全社一丸となり緊急支援体制を確立し、社会に対する貢献の一部を担うことが出来

て良かったと思っています。 

震災時、数名の社員が本社に出張していた為、震災対策本部に対し、震災地域の状

況をより明確に伝えることができた。全社一丸となって、従業員の安否確認を行う

とともに支援活動を迅速に行った。 

ＢＣＰを策定していた事により、災害時に迅速に対応できた。 

事前にＢＣＰを策定していたこと。岡山本店と東京本社及び各支店に衛星電話を常

備していて連絡手段として有効であった。 

震災時、数名の社員が本社に出張していた為、震災対策本部に対し、震災地域の状

況をより明確に伝えることができた。全社一丸となって、従業員の安否確認を行う

とともに支援活動を迅速に行った。 

支店の機能が比較的早期に回復できたことと、本社とのＴＶ会議による打合せがで

きた。このためタイムリーな情報共有と方針策定に役立った。 

この度の震災では先の阪神淡路大震災に比較してＢＣＰの制定を含めあらかじめ

決まられた手続きに従い、組織を構築して対応ができた。また、昨今の社会情勢・

当社の企業理念に従い充実した社会貢献活動ができた。 



３．建設業界の活動実態調査（業界団体の会員企業） 

73 
 

 
業種 意見 

建設業（大手建

設業・その他） 

有効だった通信手段：衛星電話、携帯電話のショートメール機能 

安否確認システムへの入力、災害対策本部の設置をスムーズに行うことができた。

社員へ津波の情報等が乏しい中で、適切な帰宅指示を行うことができた。施工中の

物件へは、地震後速やかに二次災害防止措置、被害状況の確認が行われた。津波が

予想された地域では速やかに避難が行われた。物資拠点が支店近隣に確保できたた

め、炊き出しによる安定的な食糧確保を行うことができた。応援社員の宿泊先を確

保することができた。家族にガスコンロ・ガスボンベを提供できた。 

社員貸与の携帯電話メールアドレスへの一斉メール送信による共有情報の伝達手

段として活用できた。震災直後から全社体制の震災復興本部を設置した。テレビ会

議システムによる情報交換。名取市内に資機材の中継基地を設置した。 
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業種 意見 

建設業 

（専門工事業） 

特に地域に密着した場所での、道路啓開、ガレキ処理を実施でき、地域のために少

しは貢献できた。また、建設業界の社会貢献、大切さ、公共事業を含めた社会資本

整備の重要性が再認識されたと思われる。 

被災した従業員（家族を含む）向けに早期に救援物資を調達し、安全に輸送するこ

とができたこと。被災地への支援に共鳴し、業種を問わず企業が結集し、その活動

を行ったこと。 

東日本大震災において、全社的に平成７年の神戸・淡路大震災の経験をふまえ、迅

速に行動できたことが良かった。 

災害対策本部の立ち上げが迅速に行われた。被災地以外からの社内的な支援がマニ

ュアルとおりに行われた。 

支援を行うための輸送手段が早期に確保できたことが良かった。 

橋梁の専門家による点検であるため、早期に適切なアドバイスができたこと 

災害支援協定の有効性が確認できたこと。企業の社会的責任を果たす一助となった

こと。今後の活動の参考となる知見を得たこと。 

震災に少しでも協力できて良かった。 

団体からの対応箇所（場所）の指示及び対応指示が明確であったので素早い行動が

できた。当社施工橋梁をデータベース化していたので、橋梁概要が速やかに把握で

きた。・当社は関東圏と関西圏に基点を置く会社なので、今回の地震による被害が

無かったので速やかな対応が出来た。 

『緊急車両通行証』を所持していたおかげで、優先的にガソリンの給油ができた。

栃木県内の橋梁点検を自主的に行った結果、県から感謝状を頂いた。 

１日以内に社員全員の安否確認ができた。 

地震対応経験のある技術者が多数在籍しており、全社の技術者をあげ対応にあたっ

た結果、広範囲の点検を実施することができた。社内に震災対策室を設置し、グル

ープ会社間の調整を行い、合同で活動することにより無駄のない対応ができた。 

業界団体を介して震災対応を行ったが、工事車の燃料は、高速サービスエリア内ガ

ソリンスタンドにて、優先的に入手できた。 

被災地近隣にたまたま架設工事中の現場があり、復旧現場に技術者を迅速に配置出

来た。 

橋梁等の構造物については避難支援の点からも早急な調査が必要とされたが、自治

体から要請のない時点での活動について素早く対応できて良かったと判断してい

る。 

会員各社の協力があり、短時間での調査を完了することが出来た。 

建設業（その

他） 
事前に既設設備の調査・点検を行ったため、その後の応急復旧がスムーズに行えた。

建設関連業 

支店が位置する地域の電気は、翌日の１２日夜に復旧していたことから、１２日夜

から支店に詰めて支援対応の準備を整えることができた。 

東北支社の社員だけでは、支援要請に応えることは、困難であったが、テレビ会議

を通じ、東北の状況を全社で共有な理解が出来た。その結果、本社及び他支社から

即座に応援を得ることが出来た。 

建設関連における支援活動だけではない、被災地への支援活動を通じ、社員一人一

人のモチベーションが上がり社会貢献活動への取り組み姿勢が変わった。 

道路の早期啓開により、迅速な被害調査が可能となった。 
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業種 意見 

リース・レンタ

ル業 

事業継続計画は十分効果を発揮したと考える。震災が起きてから次に何をするか考

えていては対応に遅れがでる。普段から十分協議して計画を練り上げておくことが

大切と感じられた。 

震災発生直後に被災者の方々が困っていることに限定して支援物資を集め、すぐに

支援に向った。（石油ストーブ、軽油、灯油、チャッカマン、ドラム缶、シート）

震災後の発電機等の出荷対応は、よかった。 

本社に２０１１年３月１４日付けで「東日本巨大地震災害対策本部」を設置し復興

に向けて 大限の支援並びに協力をする為に、弊社の機械を仙台営業所に移動する

と伴に、平成２３年１２月に気仙沼に出張所を出店し復興に協力できる体制を整え

た。 

震災状況把握後、震災本部を立上、情報の集約が図れた事。情報を集約した結果、

輻輳した内容把握がある程度可能であった。全国に店舗があり、不足物資調達の上

で役に立った。連絡網の活用が図れた。震災発生翌日から対応が出来た。 
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(2) 悪かった点（改善すべき事項） 

業種 意見 

建設業 

（大手建設業） 

平時の災害対策がされていなかった（マニュアル、備蓄等）。拠点となる支店への

参集の遅れ。 

従業員の安否を確認する「安否確認システム」が予定よりあまり効果的に機能しな

かった。 

緊急時の連絡体制について、有線電話および携帯電話が繋がらない。携帯電話のメ

ールは何とか繋がったが、それに気がつくのが遅かった。次の手段として、携帯電

話のメールの緊急連絡網にするか他の方法を検討する必要がある。 

活用できる人・機械が限られ、できる範囲以上の支援は難しかった。 

震災直後は社員間の連絡が遅れ、その後の方針等立案が出来なかった。スピード感

に欠けたと思われ、被災地の要請に直ちに答えられなかった。 

会社ＯＢとその家族の安否の確認に手間取ったこと。 

復興支援体制の中で各自治体は地元の建設業を優先するあまり、中央ゼネコンの総

合力をあまり有効に使えていない。 

業界団体に属している企業間の温度差がわからない。協力度や役割が明確でないの

で、どこまでやるのか不安であった。 

建設業 

（大手建設

業・専門工事

業・その他） 

想定外の津波により、一部事業所が被害を受けた。対応策を想定しておらず、なす

すべが無かった。通信手段喪失、燃料不足により、事業所外との連絡に困難を極め

た。対応策を検討する必要がある。 

国土交通省との災害時対応協定に基づき、支援活動を行ったが、被災自治体との窓

口は首尾一貫国土交通省に担当してほしかった。 

改善すべき点は、多々あります。 

通信手段が携帯電話だけであったので、震災直後はスムーズな連絡がとれなかっ

た。 

ＢＣＰの一部が机上論になっており、実際は動きづらい計画であったこと。被災地

で勤務していた社員（被災者）に、多くの業務を依頼したこと。一部ではあるが、

社員の家族の安否確認よりも、顧客対応が優先されたこと。マニュアルによる社員

の安否確認を携帯電話で行ったが、あまりにも大規模な震災であった為に機能しな

かった。 

①予め策定していたマニュアルを遂行するには参集可能な人員が想定よりも少な

く、マニュアル通りの運営が困難だった。 

②衛星電話など通信手段の確保が脆弱だった。 

③食料、飲料水等の備蓄量が少なかった。 
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業種 意見 

建設業 

（大手建設

業・その他） 

沿岸部よりの支援になってしまったこと。一方で、仙台市の折立地区のような被害

地域が忘れがちになったこと。被災地全体を多様的に支援する体制つくりが必要で

はないか原発事故の影響で、福島沿岸地域に物資が供給できないなどの問題もあっ

た 

過去に行った訓練においても、ライフラインが使えなくなることを想定していなか

った。寝具やネット通信機器など、非常用備品の不足が顕著であった。連絡先が分

散し混乱を招くケースがあった。本社対策本部との連携不足・共有フォルダを使用

した情報管理が必要であった。社員の家族を念頭に入れた生活必需品の調達・払出

し、炊き出しの配慮が必要であった。震災後は定常業務と震災業務の担当を明確に

する。協定に基づく物資輸送において、提供数量が共有されていなかった。 

常時において非常用物資を適量ストックしておくべきであった。 

建設業 

（専門工事業） 

情報伝達手段が手探りの状態であり、マニュアル等がなく困難を極めた。 

首都圏における交通網の全面マヒを想定した帰宅困難者対策。 

社内マニュアルはあったものの、想定外の事項が多く細部にわたるマニュアル化が

必要である。マニュアルはあるものの、理解していない社員が多く緊急事態を想定

した訓練を定期的に行う必要がある。 

①燃料確保が難しく、緊急用の備蓄があれば良い。②緊急車両は高速料金を無料に

したが、各道路会社で期間が違っているので統一して頂きたい。③復興事業の早期

工事発注ができれば良い。 

橋梁点検におけるアドバイスが早急に管理者に報告できていたか懸念がある 

自己完結で行動するための装備（携行ガソリンタンク、寝具類、水、食料の自給装

備など）の充実に平常時から努めなければならない。 

当社は関東圏と関西圏に基点を置く会社のため、復旧作業場所への移動経路（交通

路の確保）、宿泊確保にとまどいがあった。今回はたまたま、仙台市内で工事を行

っていたので、少人数の宿舎は確保出来たが、作業員の宿舎確保は難しい。 

すべて本社（関東）にて意思決定を行ったが情報収集から指示までに時間を要する

こともあった。 

被爆のリスク及び大きな余震の中での作業等、過去経験のない環境での作業者の支

援体制が不十分。 

災害協定については色々な方面と事前に結ぶことが必要と思われる。 

事前に調査対象データのとりまとめが出来ていると良かったのではないか。 

建設業 

（その他） 

ガソリンなどの復旧流通が、被災地優先では無かったと感じた。 

震災被害が広範囲にわたったために、支店の人員だけの対応では時間がかかった。

震災レベルに応じた、全社的な対応マニュアルの必要性を感じた。 
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業種 意見 

建設関連業 

防災マニュアルを未策定であったこと。 

本社が被災したため、協会等との連絡が不通となってしまった。緊急連絡先として、

支店や営業所等の２次連絡先を協会や発注者に提出しておく必要があった。 

ガソリンと食料が入手できないため、支援活動に支障があった。原発事故に伴う放

射線量が気になり、活動しにくかった。 

自動車、ガソリンの確保が困難であった。 

土木技術をもって発注者を支援する立場で支援活動を進めてきたが、技術者不足に

よる支援体制への補強に対応できない弱さが見られた。早急な技術者の確保と適切

な人材の配置を今後の重点課題として対策を講ずることとした。 

災害査定において、簡略化の方針が出され、机上査定の範囲が拡大されたが、結果

的に写真による査定となるため、膨大な写真撮影となり、簡略化になっていない。

また、査定資料のとりまとめ方法も対象構造物により違いがあり、道路災では大量

の写真撮影を要求された。大規模災害時の査定のあり方を統一することが望まれ

る。 

燃料不足による弊害が長期続いた。震災直後、発注機関との連絡手段に困った。 

リース・レンタ

ル業 

震災時に多くの機材が全国から集められ、被災地へ送り届けるが所有者の把握と貸

出先の把握やレンタル費、運送費の精算に多くの情報が付随し混乱した。 

現地の受け入れ体制がバラバラで、受取りに時間がかかったと聞いている 

機器の購入に対しては、一部対応できないものがあった。 

全社員無事であったが、社員の安否確認に約４８時間かかった。 

特に公共工事減少による低稼働・減少した機械がある。震災復旧でこの機械需要が

高まり、調達に苦戦。重複する情報が多く、整理に手間取った。通信手段の確保が

容易ではなかった。 
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(3) 意見・要望等 

業種 意見 

建設業 

（大手建設業） 

拠点を分散させておくこと、隣接県に協力会社を確保しておくこと。 

災害時の連絡網、携帯のメールなら時間かかっても送着信できるのか、電池切れの

対処、その協力関係はどうすればよいのかと考える。かなり普及している携帯電話

が緊急時に有効だと思うが、みんなが共通した認識を持ち有効に使用できることを

考えたいし、考えてほしい。 

災害緊急体制を構築し、協定を締結しているが、支部の幹部が対応し、各会員はア

ンケート等出動出来る、敷鉄板・発電機・重機械の調査ばかりだった。 

今回の災害が当社本社を直撃した場合の、他支店でのフォロー体制がいかに出来る

か不安要素を抱えている。今回の東日本大震災後、当社において災害時防災マニュ

アルを制定したが、これを有効に活用する為、訓練・検討が必要となる。 

未曾有の東日本大震災を経験した社員としては、この経験を後世に伝えることが責

務です。震災直後の被災地は何が欲しかったのか、時間の経過とともに何が必要に

なっていったのか、どのような危機管理が必要だったのか等、東海、関東に間違い

なくやってくる後発の大規模な地震への対策、脆弱なインフラの対応が重要と思い

ます。 

復興は時間との戦いであり、すべての業種において、地元と中央のバランスの取れ

た有効な対策が必要である。 

各社での防災意識は強くなっていくことは必然であるが、地域を共有する防災意識

をより強めるためには業界団体のリーダーシップのもと災害時に強い組織作りを

願いたい。震災のような災害には自衛隊の次にゼネコンが必要であり、業界のイメ

ージアップにもつなげて欲しい。 

建設業 

（大手建設

業・専門工事

業・その他） 

今回の規模は想定出来る範囲ではなかった。電気・ガス・水道・燃料不足の長期化

と非常食・乾電池等の不足は、想定で準備出来るものではなかったし、個人では準

備も保管も出来ない。行政で今後の課題として検討する必要がある。 

国土交通省からの要請に基づいて、手配した物資の数量、必要期間、費用等早く方

針を出してほしかったが、なかなか決まらず、手配先の業者に支払い等で迷惑をか

けてしまった。 

建設業 

（大手建設

業・港湾工事

業） 

緊急時には各団体が緊急用の役割を果たし、現在も現在の役割を果たすべく知恵を

出し、行動をしている。弊社においても同様である。 

災害時の建設業者の役割、必要性をより強く感じた。また、あらかじめ計画・準備・

ハード・ソフト両面の維持が重要であると実感した。しかしながら、実際に起きた

ことは机上で想定とかけ離れており想定外の事態に対応する組織と人が重要であ

る。 

建設業 

（大手建設

業・その他） 

手順を忘れないために防災訓練は年に２度は行ったほうが良い。 
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業種 意見 

建設業 

（専門工事業） 

業界団体から一斉に発せられる会員企業への支援要請であるため、特定の支援物資

を確保する場合、同業者間で重複して確保するため、支援物資が不足するような事

態が多くみられた。 

平成２３年３月１１日の東日本大震災という過去に類を見ない大規模な地震を経

験し、今後の救援・復旧活動が円滑に行われるよう平時の防災対策に対する意識の

向上に努めたい。 

国として大災害時発生時は、発生地域以外の整備局発注工事を一時中止の許可を出

し、被災地へ急行できる仕組みを構築できれば良い。 

災害時における国と各県の橋梁点検のしくみを合わせるようお願いしたい。 

団体に於いて、宿舎確保をお願いしたい。・他業者との連携（資材、作業員、宿舎

など）確保をお願いしたい。 

国家レベルによる復旧から復興へ向けての迅速な対応を切望します。 

震災があったからこそ、今後の対応策を積み重ねることが出来ると思います。未来

に向けて日本全国で情報を共有することにより、他地域での震災や災害が発生して

も迅速に正確なデータや情報を発信することが出来るのではないかと思う。 

建設業 

（その他） 
現場に行くにもガソリン不足で動けなかった。 

建設関連業 
どんな分野でも災害における情報の精査が必要となってくる。分野ごとに災害情報

の一元化ができれば、より効率的に災害支援ができるのではないかと感じました。

リース・レンタ

ル業 

支援物資が多く集まり、余剰すら出ているところがある反面、全く物資が届かない

避難所もあった。避難所では非難した人数だけ数が揃わないと配布せず廃棄してし

まうこともあったと聞いた。 

まずは輸送経路の確保を優先してほしい。安全確認後の交通網の復旧をいち早く出

来るようにする仕組み作り。通信手段の確保。低コストで調達が可能な通信手段の

開発を望む。 

シュミレーションしながら、日常より訓練を繰り返す事が重要。国と民間の役割分

担を、ある程度はっきりさせた方が良いと思う。 

復旧にかかわる法の整備と一時的な緩和措置の実施。 

未回答（所属団

体不明） 

先ずは心からお見舞い申し上げます。今回の貴重な体験を必ず無駄にしない為に

も、復興もさることながら、機能的で充実した防災対策をお願いします。 

 



４．近年の大規模地震災害との比較 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．近年の大規模地震災害との比較 
 



４．近年の大規模地震災害との比較 

82 
 

４－１ 過去の調査概要 
 

(1) 調査の概要 

 

我が国は毎年各地で多くの自然災害に見舞われ、インフラに関してもその機能が被害を受

け続けているが、被災後は、可能な限り速やかにインフラ機能の復旧活動が行われている。

特に大規模災害時においては、速やかなインフラ機能の復旧が被災地の救援活動につながる

ことから、復旧活動の重要性が認められるところである。 

国土技術政策総合研究所では東日本大震災以前に、平成 19 年新潟県中越沖地震、及び平成

20 年岩手・宮城内陸地震時における、建設関連企業の活動実態調査を行っている。調査の概

要は下記の通りである。 

 

＜平成 19 年新潟県中越沖地震＞ 

平成 19 年 7 月 16 日（月）10 時 13 分に、新潟県上中越沖を震源とする、平成 19 年（2007

年）新潟県中越沖地震が発生した。 

国土技術政策総合研究所、北陸地方整備局、関東地方整備局では、平成 19 年 9 月から 10

月にかけて、建設関連団体を通じて建設関連企業に対するアンケート調査を実施した。この

うち本稿では地域建設業として新潟県、長野県の県内に本社・本店がある企業を対象とする。

地域建設業については、268 社から回答を得た。 

【参考文献】 

地震災害における地元建設関連企業の貢献について 
 ～平成 19 年度新潟中越沖地震における建設関連企業の地域貢献状況の調査結果について～ 

（平成 20 年 1 月 国土交通省 北陸地方整備局、関東地方整備局、国土技術政策総合研究所） 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/kadai11.html 

 

 

＜平成 20 年岩手・宮城内陸地震＞ 

平成 20 年 6 月 14 日（土）8 時 43 分に、岩手県内陸南部を震源とする、平成 20 年（2008

年）岩手・宮城内陸地震が発生した。 

国土技術政策総合研究所、東北地方整備局では、平成 20 年 9 月から 10 月にかけて、建設

関連団体を通じて建設関連企業に対するアンケート調査を実施した。このうち本稿では地域

建設業として岩手県、宮城県、秋田県、山形県の県内に本社・本店がある企業を対象とする。

地域建設業については、185 社から回答を得た。 

【参考文献】 

地震災害における地元建設関連企業の貢献について 
 ～平成 20 年度岩手・宮城内陸地震における建設関連企業の地域貢献状況の調査結果について～ 

（平成 21 年 3 月 国土交通省 東北地方整備局、国土技術政策総合研究所） 

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/h20jishin.html 
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４－２ 比較分析 
 

東日本大震災、平成 20 年岩手・宮城内陸地震、平成 19 年新潟県中越沖地震における調査

結果から、「活動の迅速性」及び「今後の課題」について比較分析を行った。 

 

(1) 活動の迅速性 

 

3 つの調査では、活動の迅速性に寄与した事項を自由記述により調査している。これらの

回答について内容を分類し、項目ごとに言及していた社の数を示す（図 4-1）。なお、一つの

回答の中で複数の内容が含まれているときは、それぞれの項目に計上した。また、グラフの

大値は、各調査で回答のあった社の数とした。 

その結果、岩手・宮城内陸地震と新潟県中越沖地震の 2 つの地震と、東日本大震災では異

なる傾向が見られた。前者では、災害対応マニュアルや防災訓練など備え、過去の地震や日

頃の経験が、実際の迅速な災害対応に役立ったとされる傾向であった。過去の経験としては

新潟県中越地震を挙げた回答が多く、また日頃の経験としては、維持工事による経験が多く

挙げられていた。一方で、東日本大震災においては、災害対応マニュアルや防災訓練などの

備え、過去や日頃の経験の項目が迅速性に寄与したという回答は多くない。このことから、

災害の規模や様相が過去に経験した災害に近いものであれば、災害対応マニュアルや防災訓

練、過去や日頃の経験は活動の迅速性に大きな効果を発揮することが期待できる。 
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図 4-1 活動の迅速性に寄与した事項 
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また、東日本大震災においては、他の 2 つの地震と比べ、地域に精通していたことや地元

でのネットワーク、人材や機械や資材の保有等に関する回答が多いことから、地域建設業の

有するこれらの特徴がそのまま迅速性につながったと言える。 

これらのことから、今後、東日本大震災に類する災害においては、地域の人材・資機材・

ネットワークが迅速なインフラ機能の復旧に結びつくことが考えられるが、これらを有して

いた地域建設業において、近年経営のコスト削減のために建設機械の自社保有、自社雇用を

見直す傾向が目立ってきており、今後、地域建設業が担ってきた復旧活動の迅速性が損なわ

れることが強く危惧される。地域での人材・資機材等が減りつつあるという災害対応力の低

下を、地域及び国全体でどのようにとらえるかも課題である。 

 

(2) 各災害における課題 

 

(1)と同様に、各災害における課題・教訓について分析を行った。 

3 つの災害に共通する課題としては、電話の不通対策が挙げられる。電話の不通に関する

災害時の状況としては、携帯電話、固定電話がつながらなかった、またはつながりにくかっ

たため、事前に決めた連絡体制が機能しなかったというものである。平成 19 年新潟県中越沖

地震、平成 20 年岩手・宮城内陸地震における調査の回答としてすでに電話の不通が課題とし

て認識されていたものの、東日本大震災における調査でも同様の回答が多く挙げられており、

抜本的な対策が進んでいなかったことが考えられる。個別に進められていた対策としては、

平成 19 年新潟県中越沖地震、平成 20 年岩手・宮城内陸地震において携帯電話のメールによ

る連絡が比較的有効だったことを理由に、携帯電話のメールを利用した連絡体制も構築した

社が見受けられた。ただし、通信手段がほぼ途絶した東日本大震災には有効な対策とはなら

なかった。他に、平成 19 年新潟県中越沖地震の調査においては、地震が休日に発生したこと

から、休日や勤務時間外の連絡体制の構築が今後の課題として複数挙げられていたが、十分

な対策が取られているかは今後確認する必要がある。 

また、活動の迅速性に寄与した事項に挙げられた人材や資機材の確保であるが、平成 19 年

新潟県中越沖地震、平成 20 年岩手・宮城内陸地震に比べ、東日本大震災においては、課題と

して挙げた社の割合が増加している。自由記入の内容としては、平成 19 年新潟県中越沖地震、

平成 20 年岩手・宮城内陸地震では、早期の人材・資機材の手配方法に関する内容が多かった

が、東日本大震災では、自社の雇用や、資機材の自社保有、また技術者・技能者の高齢化等、

長期的な視点での人材確保を課題として挙げている社が多く、地域建設業が担ってきた復旧

活動の迅速性の維持について、地域建設業者においても危惧されている状況がうかがえる。 

東日本大震災での災害対応により新たに発生した課題としては、燃料の調達・備蓄、支援

活動に際しての安全確保（余震・津波や原発事故等からの二次災害防止）作業員の精神的負

担の軽減支援活動に際しての安全確保等が見られた。 

今後、これらの課題を踏まえた震災対応マネジメントの体制を構築していくことが望まれ

る。 
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（カッコ）の項目は、東日本大震災における調査では別に質問を設けため、 

災害時の課題としての回答が少なかった可能性がある。 

 

図 4-2 災害時の課題 
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４－３ 過去の調査からみる東日本大震災の特徴 
 

新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震のアンケート結果においては、今後の課題・教訓

として以下の意見が多いことから、これについて東日本大震災での特徴を述べる。 

 ① 行政、建設関連団体、企業間の支援ネットワーク構築に関すること 

 ② 日頃からの訓練・教育、技術者の育成の重要性 

 ③ 災害に強い通信機器を備えること 

 ④ 緊急対策に関する計画・マニュアル類の整備 

 

(1) 「行政、建設関連団体、企業間の支援ネットワーク構築に関すること」について 

 

業界団体アンケートにおける災害協定の締結状況を見ると、32 団体中 27 団体（84.4%）が

行政機関と災害協定を締結（延べ 93 協定）しており、過去の震災の教訓が活かされていると

評価できる。 

一方、団体が行政機関と締結している 93 協定のうち、会員企業と内部協定を締結している

数は 10 協定（10.8%）に留まっているものの、業界団体が策定した災害対応マニュアルにお

いて「災害対応時の指揮・命令系統」や「災害対応業務に対する役割分担」を規定する、あ

るいは会員企業と共同で防災訓練を実施する等、内部協定を締結せずとも円滑な支援活動を

遂行するための備えがなされているものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定あり

27 団体

(84.4%)

協定なし

5 団体

(15.6%)

図 4-4 内部協定の有無 

（業界団体アンケートより再掲） 
図 4-3 災害協定の有無 

（業界団体アンケートより再掲） 

図 4-5 マニュアル類への記載内容（マニュアル類を策定している 9団体対象） 

（業界団体アンケートより再掲） 

6団体

9団体

6団体

9団体

7団体

7団体

6団体

0団体 2団体 4団体 6団体 8団体 10団体

災害対応の発動基準

災害対応時の指揮・命令系統

災害対応時の拠点場所の確保

緊急時の連絡手段の確保

災害時に優先して実施する業務内容

災害対応業務に対する役割分担

建設機械、資機材等の保有状況

災害対応時の燃料、資機材等の調達方法

その他

規定している 規定していない

内部協定

あり

10協定
(10.8%)

内部協定

なし

83協定
(89.2%)
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また、図 4-6 に示すとおり、各行政機関は業界団体との災害協定のみならず、個別企業と

の直接的な災害協定も締結している。このように複数の個別企業と支援ネットワークを事前

に構築しておくことは、被災により業界団体が機能不全に陥った場合にあっても、確実な支

援を受けるために必要な備えであり、過去の被災経験から得られた教訓が活かされているも

のと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 団体

28 団体

13 団体

40 団体

12 団体

0 団体 30 団体 60 団体 90 団体 120 団体 150 団体

国

県・政令市

市町村

業界団体

その他

当該機関との協定あり 当該機関との協定を未締結

図 4-6 機関別・災害協定の有無（会員企業アンケートより再掲） 
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(2) 「日頃からの訓練・教育、技術者の育成の重要性」について 

 

震災前 1 年以内における防災訓練の実施状況としては、業界団体で 32 団体中 12 団体

（37.5%）、会員企業で 137 社中 89 社（65.0%）となっており、更なる徹底を図る余地は残さ

れている。防災訓練を行った団体・企業からは、総じて訓練が有効であったという評価がな

されていることからも、更なる防災訓練の普及・啓発が必要と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 防災訓練の評価 

（防災訓練を実施した 12 団体を対象に整理）

（業界団体アンケートより再掲） 

非常に役

に立った

2件
(16.7%)

概ね役に

立った

2件
(16.7%)一部は役

に立った

6件
(50.0%)

役立たな

かった

1件
(8.3%)

未回答

1件

(8.3%)

※防災訓練を実施した12団体を対象に整理

実施

12団体

(37.5%)

未実施

16団体

(50.0%)

未回答

4団体

(12.5%)

図 4-7 防災訓練の実施状況 

（業界団体アンケートより再掲） 
図 4-8 防災訓練の実施状況 

（会員企業アンケートより再掲） 

実施

89社

(65.0%)

未実施

44社

(32.1%)

未回答

4社

(2.9%)

非常に役

に立った

8社
(13.3%)

概ね役に

立った

28社
(46.7%)

一部は役

に立った

17社
(28.3%)

役立たな

かった

2社
(3.3%)

未回答

5社

(8.3%)

※自社単独の防災訓練を実施した６０社を対象に整理

図 4-10 防災訓練の評価 

（単独で訓練を実施した 60 社を対象）

（会員企業アンケートより再掲） 
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(3) 「災害に強い通信機器を備えること」について 

 

支援活動にあたっての通信手段としては、地元企業・会員企業（大手企業）ともに「携帯

電話の利用」に次いで「従業員の移動による伝言」が多くなっている。（表 4-1、表 4-2） 

近年は、基地局の増設が進み携帯電話の利便性が著しく向上したものの、災害発生直後は

通信事業者による回線規制や、基地局が被災するなどによって一時的に携帯電話が利用でき

ない状況が発生する。このため、行政機関、業界団体及びその会員企業といった災害対応関

係組織においては、衛星携帯電話や無線機等の災害に強い通信機器を常備し、代替となる通

信手段を準備しておくことが有効な備えと考えられる。 

 

表 4-1 地元企業の通信手段（地元企業アンケート結果） 

有効回
答

無回答

件数 277件 219件 42件 8件 27件 411件 366件 45件

有効回答366件
に占める割合

75.7% 59.8% 11.5% 2.2% 7.4%

携帯電話
を使用

全回答数

その他
行政無線
を使用

無線機（ﾄ
ﾗﾝｼｰﾊﾞを
含む）を使

用

従業員の
移動によ
る伝言

 
 

表 4-2 会員企業（大手企業）の通信手段（会員企業アンケート結果） 

件数 75件 14件 48件 4件 0件 20件

1週間以内に活動した
88件に占める割合

85.0% 16.0% 5.0% 55.0% 0.0% 23.0%

携帯電話
（衛星携帯
電話を除く）

を使用

従業員の
移動によ
る伝言

無線機（ﾄ
ﾗﾝｼｰﾊﾞを
含む）を使

用

行政無線
を使用

その他
衛星携帯
電話を使

用

 
 

更に、災害の規模や特徴は多様であり予測が困難であることから、いかに災害に強い通信

機器を常備しようとも、通信手段の断絶は起こり得ることである。このため、ハード対策の

みに頼らず、各支援者が自らの意志決定に基づき自発的な行動を起こせるように、災害対応

マニュアル類の整備や防災訓練等のソフト対策を併せて推進していくことも重要である。 
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(4) 「緊急対策に関する計画・マニュアル類の整備」について 

 

災害対応マニュアル類の整備状況は、業界団体 28.1％、地元企業 17.1％、会員企業（大手）

59.9％と、特に業界団体や地元企業においては十分とは言えない。 

しかしながら、マニュアル類の策定時期を見ると、2007 年以降に策定したものが多く（既

に整備されていたマニュアルのうち 2007 年以降に策定されたものの割合は、業界団体で

87.5％、会員企業で 65.6％）、既にマニュアル類を策定している団体・企業は、過去の震災

の教訓を受けて各組織が徐々にマニュアル策定に取り組み出している様子がうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定

129団体

(17.1%)

未策定

626団体

(82.9%)

  
 

 

 

表 4-3 マニュアル類の策定時期（業界団体アンケート・会員企業アンケート結果） 

業界団体 会員企業
件数 累加割合 件数 累加割合

～2003年 2件 12.5% 16件 12.8%
2004年 0件 12.5% 1件 13.6%
2005年 0件 12.5% 5件 17.6%
2006年 0件 12.5% 14件 28.8%
2007年 0件 12.5% 7件 34.4% ：新潟県中越沖地震（7月）
2008年 1件 18.8% 12件 44.0% ：岩手・宮城内陸地震（6月）
2009年 5件 50.0% 16件 56.8%
2010年 5件 81.3% 29件 80.0%
2011年 3件 100.0% 25件 100.0%

計 16件 125件

策定年 過去の主な震災

 

図 4-12 マニュアル類の策定状況 

（会員企業アンケートより再掲） 

策定

82社

(59.9%)

未策定

53社

(38.7%)

未回答

2社

(1.5%)

図 4-11 マニュアル類の策定状況 

（業界団体アンケートより再掲） 

図 4-13 マニュアル類の策定状況 

（地元企業アンケート結果） 

策定

9団体

(28.1%)

未策定

21団体

(65.6%)

未回答

2団体

(6.3%)
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５－１ 現状と課題 

 

 本章では、ここまでに示した活動実態調査を通じて明らかになった地域の状況から、今後

の災害に対応するために必要と考えられる事項と、災害対応マネジメントの視点から考えら

れる方向性について述べる。 

 

５－１－１ 東日本大震災発生前までの地域の状況 

 平成 20 年岩手・宮城内陸地震、平成 19 年新潟県中越沖地震を経て、初動時の連絡体

制が整理されていた。また、災害対応マニュアルの策定も進められるなど、防災力の向

上に寄与する要素が見られた。 

 一方で、建設企業においては、企業経営の面から、人材・資機材の直接雇用・自社保

有から、臨時雇用・リースへの変化が見られるなど、防災力の低下に影響する要素も見

られた。 

 また、災害協定については、新たに締結が進められ防災力の向上が図られる傾向にあ

ったものの、協定の増加や拡大に伴うマニュアル等への反映や支援要請が重複した際の

整理は十分な状態には至っていなかった。 

 

５－１－２ 東日本大震災への対応状況 

 被災地域の建設関連業界は、自らも被災した中で、社会資本の点検・復旧等の支援活

動を震災直後から迅速に展開した。被災地域外の建設関連業界は、専門的な技術力を活

用した支援活動や広域的なネットワークを駆使した物資等の調達・提供を展開した。こ

れらの活動が、被災地への救援をつなげるためのインフラ機能の回復に寄与した。 

なお、活動を取り巻く状況として、通信（電話回線）の不通、建設資機材・燃料等の

不足、人員の確保及び安全衛生管理等に関する課題が発生した。また、支援活動に要す

る調達、対価の支払い方法の面での課題があることも確認された。一方で、災害協定の

締結、災害対応マニュアル類の策定、防災訓練の実施が、対応に活きた。 

 

 

５－２ 今後の方向性 
 

 東日本大震災では津波による広域的な被害により地域が孤立した状況下で、インフラ

の機能回復と住民の救援活動を地域自ら行うしかなかった。そして、孤立状況が解消さ

れた始めた後には、地域外からの支援を得ながら救援と復旧が進められることとなった。 

これらのことを踏まえ、今後予想される広域大災害に備えるためには、発災直後に求

められる「地域自己対応力」と、復旧まで継続して求められる「広域的協力体制」の 2

つの要素が必要であると考えられた。 

 

 

 

 



５．今後の課題と方向性 

93 
 

■震災発生前の建設業界の状況
【近年の災害を教訓とした対応】 （「 H20.6.14 岩手・宮城内陸地震」「 H19.7.16 新潟県中越沖地震」）

•初動時の連絡体制確立
•災害対応マニュアル策定による防災力向上
【建設業界における変化】
•企業の人材・資機材の保有形態（減少）
•災害協定締結の進展（増加）

東日本大震災における建設関連企業の活動実態

このような状況下で、東日本大震災が発生

■建設関連企業の活動実態調査から得られた事項
【建設関連企業の主な支援活動】

•被災地域の建設関連業界は、自らも被災した中で社会資本の点検・復旧等の支援活動
を震災直後から迅速に展開

•被災地域外の建設関連業界は、専門的な技術力活用した社会資本の点検・復旧や広
域的なネットワークを駆使した物資等の調達・提供を展開
【支援活動にあたっての主な課題】
•通信（電話回線）の不通による連絡手段の確保
•建設資機材、燃料等の不足
•人員の確保及び安全衛生管理
•支援活動に要する調達、対価の支払い方法
【支援活動に役立った事前の備え】
・災害協定の締結
・災害対応マニュアル類の策定及び防災訓練の実施

 
図 5-1 活動実態調査を通じて明らかになった地域の状況 

 

建設関連企業の活動実態調査を通じて、発災直後に求められる「地域自己対応力」と、復旧・復興
まで継続して求められる「広域的協力体制」が必要であると考えられた。

これらを踏まえ、今後予想される広域大災害に対し地域一丸となって備えるべきであり、そのために
災害対応マネジメントの視点から有効と考えられる事項を以下にまとめる。

地域
自己対応力

通信の途絶対策

防災訓練の実施

災害対応マネジメントの視点からみた課題

孤立した地域での活動確保

燃料の確保

災害協定の充実

BCPの整備促進

これらを前提にした

協定による連携
広域的

協力体制

地
域
自
己
対
応
力
、

広
域
的
協
力
体
制
の
向
上
へ

 
図 5-2 災害対応マネジメントの視点から考えられる今後の方向性 
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おわりに 

 

 

本調査においては、多数の建設関連の企業、団体の方々にご協力いただきました。再度こ

こに記して、感謝の意を表します。また、本調査は、東北地方整備局、東北建設業協会連合

会、公益社団法人土木学会、東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会との共同で

実施したものであることを改めて申し添えます。 

末尾となりましたが、本調査で得られた教訓が、今後の災害時における迅速な対応に結び

つき、人的被害の軽減、一刻も早い被災地への救援・支援につながることを切に願います。 
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参考資料１ 東日本大震災における建設企業の活動実態調査 

       （地域建設業の活動実態調査） 

 

参考資料２ 東日本大震災における業界団体の活動実態調査 

       （建設業界団体の活動実態調査（業界団体向けアンケート）） 

 

参考資料３ 東日本大震災における業界団体会員企業の活動実態調査 

       （建設業界団体の活動実態調査（会員企業向けアンケート①）） 

 

参考資料４ 東日本大震災における業界団体会員企業の活動実態調査 

       （建設業界団体の活動実態調査（会員企業向けアンケート②）） 

 

参考資料５ 地域建設業の活動実態調査アンケート集計結果（東北地整集計） 

       （地域建設業の活動実態調査） 

 

参考資料６ 東日本大震災における業界団体の活動実態調査（業界団体向けアンケート） 

       （建設業界団体の活動実態調査（業界団体向けアンケート）） 

 

参考資料７ 東日本大震災における業界団体の活動実態調査（会員企業向けアンケート） 

       （建設業界団体の活動実態調査（会員企業向けアンケート①②）） 
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